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平成22年第３回嬉野市議会定例会議事日程 

平成22年９月10日（金）  

本会議第４日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 西 村 信 夫 １．畜産公害（悪臭・水質汚染）の対応について 

２．所在不明の高齢者について 

２ 小 田 寛 之 １．新幹線嬉野温泉駅について 

２．軽自動車税について 

３．楠風館の樹木について 

３ 山 口   要 １．観光政策における諸問題について 

２．新幹線問題について 

３．空き地対策について 

４．医療費助成について 

５．教育問題について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（太田重喜君） 

 皆さんおはようございます。本日は全員出席であります。定足数に達していますので、直

ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。15番西村信夫議員の発言を許します。 

○15番（西村信夫君） 

 皆さんおはようございます。傍聴者の皆様、大変朝早くからお越しいただきまして、まこ

とにありがとうございます。通告の順序に従いまして、私は今回、２項目、質問を提出いた

しております。まず第１点目には、畜産公害（悪臭・水質汚染）の対応について。それから

所在不明の高齢者について。この２点を質問させていただきたいと思います。 

 それでは、早速質問をさせていただきます。全国の畜産農家や消費者に衝撃を与えた宮崎

県の口蹄疫、約29万頭の牛や豚が殺処分されるという戦後最大の被害を出し、ようやく８月

27日、終息宣言がなされました。嬉野市は、県内でもいち早く口蹄疫対策本部を設置し、防
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疫体制の強化に取り組んでいただきました。市長初め関係職員の皆様方に厚くお礼を申し上

げます。とともに、畜産農家の懸命の努力に心から感謝を申し上げます。 

 さて、口蹄疫終息宣言が出されましたけれども、畜産経営の悪臭、水質汚濁の終息宣言は

なく、終わりのない畜産悪臭公害に悩まされている地域がございます。したがいまして、畜

産経営における悪臭、水質汚染の対応について質問をいたします。 

 今日の畜産の技術、畜産経営を考えると、畜種を問わず畜産経営の課題の一つが、ふん尿

処理を中心とした環境公害対策であります。悪臭や水質汚染によって地域住民からの苦情が

寄せられ、場合によってはやむなく経営移転や廃業まで追い込まれるケースがふえておりま

す。関係者にとっては、今後ますます地域の自然環境保全という面から、厳しく問われ、一

番頭の痛い問題でもあります。宅地化が進む地域ではもちろんのこと、準農村地区において

も、環境公害対策抜きでは畜産経営は成り立たなくなっております。特に畜産関係で最も苦

情が多いのが悪臭であります。悪臭はもちろん気体であるから、空気中を漂って近隣の住民

に迷惑をかける。この場合、被害に及ぶ範囲はそれほど広域ではないけれども、しかし、地

形や建造物の配置あるいは風向きによって広範囲に被害が発生をいたしております。今後、

地域の自然環境保全という観点から、畜産公害対策について、以下４点、具体的に質問を申

し上げます。 

 まず第１点目、本市の畜産及び養鶏場の悪臭、水質汚染による環境公害対策について、ど

のように取り組んでおられるのか。また、地域住民が日常生活において、不快感を感じない

よう規制、指導の強化を図るべきと思うが、市長はどのようにお考えなのか、お尋ねを申し

上げたいと思います。 

 それから２番目、地域住民の苦情によって、８月９日農林事務所、県家畜保健所、農業改

良普及センター、環境下水道課、産業建設課が現地調査を実施されました。そのときに悪臭、

水質調査をされておりますけれども、結果はどのようにされたのか、具体的にお伺いをいた

します。 

 それから３点目、嬉野市環境基本計画において、畜産経営等にかかわる悪臭等の公害につ

いても明記するべきではないかと思いますが、市長の見解をお尋ねをいたします。 

 それから４番目、嬉野市畜産団地の整備計画は考えられないのかどうか、市長の見解を求

めていきたいと思います。 

 それから大きな２点目ですけれども、所在不明の高齢者についてお尋ねをいたします。 

 全国で高齢者の所在不明が相次いでいる。全国的には100歳以上ということで調査が進ん

でおるようですが、これは65歳以上とした場合、所在不明、住民票と違っているケースはも

っと多くなるのではないかと思いますが、以下３点ほど質問をいたします。 

 まず１つ、嬉野市でも139歳の女性が戸籍の上で生存しているということが発覚をいたし

ましたが、その後、この対応策はどういうふうにお考えされているのか、その点をお尋ねし
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たいと思います。 

 ２点目、高齢化が進む中、65歳以上の高齢者の所在確認の実態調査をすべきではないかと

思いますが、その点求めていきたいと思います。 

 ３点目、年金は高齢者が受け取るわけですが、遺族年金、障害者年金は必ずしも高齢者だ

けではなく、受給現況調査をすべきと思いますけれども、その点、市長の見解を求めていき

たいと思います。 

 以上、壇上からはこれで終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆さんおはようございます。傍聴の皆さんにおかれましては、早朝からのお出かけに心か

ら敬意を表します。 

 それでは、西村信夫議員のお尋ねについてお答え申し上げます。１点目が畜産公害等の対

応について。２点目が大きく所在不明の高齢者等についての取り扱いについてお尋ねでござ

います。通してお尋ねでございますので、通してお答えをしたいと思います。 

 まず１点目の家畜公害等の対策についてお答え申し上げます。 

 家畜の排せつ物などによる悪臭、水質汚染などの問題につきましては、近隣の方々への大

きな負担になるところでございます。平成11年に家畜排せつ物法の制定により、適切な管理

が義務づけられております。飼育農家におかれましては、法を遵守して飼育しなければなら

ないとなっております。畜産農家の指導等を行っておるところでございます。地域への過大

な影響がないよう指導をしているところでございます。必要に応じて畜産農家から排出され

る汚水、排水の分析調査や悪臭などの臭気分析調査を行って指導をいたしております。 

 御意見の８月の地域住民の方による苦情につきましては、ふん尿、残飯の処理について、

立入検査を関係機関と行いました。結果といたしましては、５月上旬からのコンポストの故

障によるもの、ふんの処理時の悪臭によるものだと考え、関係機関とともに改善を要望いた

したところでございます。今後も問題発生につきましては、地区の区長さんへの連絡や早急

な改善策について申し入れをいたしておるところでございます。 

 市での畜産団地形成につきましては、現在の畜産農家の今後の経営意欲や継続性、関係地

域の課題や投資資金、負担金の課題など解決しなければならないと考えておりまして、現在

のところは予定はございません。一過性では課題を抱えておりますので、将来への計画など

を慎重に行わなければならないと考えておるところでございます。 

 嬉野市内では、和牛関連の商社や全国トップの肉牛生産技術を持っておられる方々が努力

をしておられますので、情報を収集させていただきたいと考えます。 

 次に、悪臭についてでございますが、環境基本計画につきましては、悪臭を明記しており
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ます。畜産に限らず悪臭につきましては、地域住民と該当者、企業が協議して解決していた

だくことが求められておりますので、今後も調整を図っていかなければならないと考えます。 

 大きく２点目でございますが、所在不明の高齢者等についてお答え申し上げます。 

 新聞などで所在不明の高齢者の存在が報道されております。嬉野市では、報道が行われた

ときから、100歳以上の皆様等につきましては、職員が民生委員さんなどとともに直接確認

をいたしておりまして、現在、問題とされておりますのは、高齢者で戸籍の削除がなされて

いない場合もあり、嬉野市内でも事例があったところでございまして、議員御発言のとおり

でございます。早速調査をいたしましたところ、外国への移民などで転出後死亡され、手続

が完了していない方々などが記録として残っておるところでございます。このことは、各自

治体でも発生しておりまして、今回、国も報道等を受けて、取り扱いの協議がなされ、120

歳以上につきましては、現在の戸籍の取り扱いによって削除をされる方向を出されたところ

でございますので、嬉野市といたしましても、国の方針を受けて取り組みをしてまいりたい

と思います。 

 また、御発言の65歳以上の所在の確認等につきましては、現在のところ必要ないと考えて

おるところでございます。嬉野市内には7,700人がいらっしゃいますけれども、それぞれの

住民票等の確認等もされるところでございまして、特に問題は発生しておらないと考えてお

ります。今後は国勢調査等もございますので、その時期等、ことしの10月、国勢調査等もご

ざいますので、また再確認の機会もあるというふうに考えておるところでございます。 

 また、年金等の問題につきましてでございますけれども、御意見としては承知をいたしま

すけれども、年金問題につきましては、現在のところ、私どもとしては取り扱いをいたして

おりませんので、年金機構等の確認が行われているというふうに承知をしているところでご

ざいます。 

 以上で西村信夫議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 それでは、再質問をさせていただきたいと思います。 

 宮崎県の口蹄疫は、おかげさまで８月27日、終息宣言が出されたわけですけれども、一部

の地域の畜産農家におきましては、悪臭あるいは汚水問題は、これは終息宣言はなくて、終

わりのない公害に見舞われておる集落がございます。そういう状況で、この悪臭に対しての

大きな要因といたしましては、牛、豚のふん尿によっての悪臭と思いますけれども、集落に

おいては、それぞれ大変な苦労をされております。しかしまた、畜産農家におかれましても、

公害防止のために懸命な努力をされておりますけれども、なかなかこれが解決に至っていな

いというのが現状でございます。 
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 そういった意味で、まず第１点目に、本市の畜産及び養鶏場の悪臭、水質汚染にかかわる

環境公害対策はどのように考えておるかということで質問を出しておりますけれども、平成

11年の家畜排せつ物法の制定により、適切な管理が義務づけられておるというような答弁を

伺いましたけれども、飼育農家は法律に遵守して飼育しなければならないと言われておりま

すけれども、この家畜排せつ物法とは一体どういうものなのか、お尋ねをしたいと思います。

担当課、おわかりだったら求めていきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 ただいまの御質問についてお答えをいたします。 

 この家畜排せつ物法と申しますのは、これまで畜産業における支援として、家畜排せつ物

は農産物や飼料作物の生産に有効に利用されておるところであります。そういったことで、

近年は家畜経営の急激な大規模の振興、それから高齢化に伴う農作業の省力化等を背景とい

たしまして、家畜排せつ物の資源としての利用が困難になりつつある一方でございまして、

御指摘のとおりの地域の生活に関する問題も生じておるというところでございます。そうい

ったことを踏まえまして、我が国全体において、資源循環型社会への移行ということもござ

いますが、国民の環境意識が高まる中で、家畜排せつ物について、その適正な管理を確保い

たしまして、堆肥として農業の持続的な発展に資するということを目的に、この家畜排せつ

物法が定められたところでございます。この家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置

及び利用を促進するための支援措置を講ずることによりまして、我が国畜産の健全な発展を

図るということで、平成11年７月22日に成立をいたしまして、同年11月１日から施行された

ものでございまして、畜産環境の解決に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 担当課長は、畜産の排せつ物処理法については、農地に還元をするというのはまだいいこ

とでありますけれども、その還元する意味で、一方は、やはり畜産の排せつ物におきまして、

非常に公害、汚水等々が集落に流出しておるという状況が現実にあるわけですけれども、そ

のような適正な処理がされておるかどうか、実態把握はどうされておるのか、その点お尋ね

したいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 
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 お答えいたします。 

 ただいまの件につきましては、例えば、県の家畜保健衛生所なり関係機関と合同によりま

して、年１回の畜産関係の検査をしているという段階でございます。それとまた、議員が申

されましたような悪臭関係の問題が起こりましたときには、同じく今申しました関係機関と

一緒にどういった原因かと。悪臭の原因は何だろうかというふうなことで、現地に調査とい

いますか、そういったことで入りまして、畜産農家の方と協議をいたしておるというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 年に１回、実態調査等々をして、悪臭あるいは汚水の問題について、巡回をしておると言

っておられますけれども、この家畜排せつ法に伴う適用対象については、どういうものなの

かですね。牛、豚、それから鶏とかありますけれども、この数はきちっと示されております

けれども、おわかりだったら求めたいと思いますが、わからなかったら、私が調査をしてお

りますけれども。その点、嬉野市に家畜排せつ物法に伴う法の適用対象は何件ぐらいいらっ

しゃるのか、その点求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 家畜排せつ物法に適用する畜産農家につきましては、牛の飼養で10頭以上、それから豚の

飼養で100頭以上、それから鶏が2,000羽以上と、馬は関係ございません。馬も10頭以上とい

うことが一応管理基準の適用を受けるということでございます。そういったところでござい

まして、それを嬉野市のほうに当てはめてみますと、まず牛飼育に関しましては、43件ござ

いますが、そのうち13農家が対象ということでございます。豚飼育につきましては、嬉野市

内２つの農家ございますが、２つの農家とも対象ということでございます。もう１つ、鶏に

つきましては、卵関係の農家の方が３件、それからあとはブロイラー、肉ですが、そういっ

た関係が８件ございますが、鶏の何羽飼育しているということについては把握をいたしてお

りません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 
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 ちょっと調査をしておりますけれども、先ほど担当課長が言われていましたとおり、この

ごとく理解していきたと思いますが、この問題におきまして、牛が13農家、豚が２件、鶏３

件、ブロイラー合わせて８件ですね、言われましたけれども、この対象農家に対して、悪臭

とか汚水の問題は、苦情があっておるかどうか、その点お尋ねしたいと思います。苦情件数、

それと苦情の内容等々を求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 畜産での環境下水道課への苦情は、養豚、養鶏の苦情がそれぞれ１件ずつあっておりまし

て、苦情の内容は、悪臭に関しての苦情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 苦情があっておるというような実態が把握されておりますけれども、この苦情の内容につ

いては、直接担当課に電話等々がありますけれども、私のほうにもちょいちょいございます。

そういった意味で、今まで苦情に至らなくて我慢しておるというようなところが多々あると

思いますけれども、そこのあたりは十分市としても把握しておくべきじゃないかと思います。

そういった意味で、鶏、そしてまた豚、牛、この件についての対策について、悪臭があった

場合、どういうふうな対策を講じておるのか。悪臭に対する苦情の対象者にどのような指導

をしていくのか、その点、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、関係機関、佐賀県西部家畜保健衛生所なり、関係機関と

協議をいたしまして、悪臭の原因ですね、こういったものを追求するために現地踏査並びに

原因を追求いたしまして、原因を見つけ出しましてと申しますか、そういったことで改善を

勧告といいますか、そういったことを行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 
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 畜産におきましては、こういった数的にも10頭とか、あるいは豚でも100頭とかいう小規

模な畜産農家については、この悪臭とか汚水の問題については、企業努力といいますか、き

ちっとした努力をすれば、ある程度おさまると思いますけれども、大規模な畜産農家につい

ては限界があるわけですね。そういった意味で、地域においても、先ほど申し上げましたよ

うに、大変悪臭、汚水によって非常に苦労されております。対策を講じておられますけれど

も、なかなか解決の糸口に立っておりません。 

 そういうことで、この間、７月の雨のとき、ちょっと電話がかかりまして、来てくれと言

われまして、私もちょいちょい行きます。そういったものは行って調査をしまして、こちら

のほうに、市長のほうには写真を撮っていただいておりますので、それを添付しております

けれども、このようなものが水路に流れておるというのは把握されておるのか、嬉野市とし

て認めていくべきなのかどうか、その点どう考えておられますか。水路にですね、住宅の横

をこういうふうなものが流れていいかどうか、嬉野市として認めるかどうか。その点をお尋

ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えをいたします。 

 汚水関係の写真をここで見ておりますけれども、この分につきましては、恐らく原因とい

たしましては、畜舎の周りの掃除不足とかいうやつがございまして、大雨、雨降りのときに

は、それが地区外に流れたものということでもございますし、また担当課といたしましては、

この発生の原因であります畜舎につきましては、雨といを設置をいたしてもらいまして、雨

水は直接水路に流していただきたいと。敷地内を流れて敷地外に行くんじゃなくて、雨とい

などをしていただきまして、直接地区外にしていただければ、こういった汚水関係はなかな

か流れていかないのではないかということで指導はいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 なかなか難しい答弁のようですけれども、これは７月18日に、ある人から電話があって、

実態を私見に行きました。そしたら、この色はもう真っ黒なんですよ。こんな住宅の横を流

れておるんですね。そしてこれは全部泡なんですよ。これが生活圏に、こういうふうな汚水

が流れて、本当にどう市としては対処していくのかと、非常に集落の方は困っておられます。

そういった意味で、市長は今後この対策については、畜産農家については懸命な努力をされ

ております。しかし、限界があるという中で、市としてこれをどう対策を講じていくのか。
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その点、市長の見解を求めていきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私としても現場を承知をしておりますし、私のところにも何回でも話もあっておりまして、

私も実際現場も何回でも見ておりましてですね。しかしながら、改善はしていただいてはお

ると思いますけれども、まだ十分でないということでございますので、担当課長が申し上げ

ましたように、やはり該当の方と話をさせていただいて、そういうふうな流出等がないよう

に努力をしていただくということが大事だろうと思いますので、そこらもう一回徹底するよ

うにお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 ある施設の下のほうには、ハウスとか、あるいは畑とか、水田がたくさんありまして、こ

ういうものがどんどんどんどん流れれば、下の地区からでも問い合わせがあります。ハウス

にくまれんじゃないかということで、この分については窒素分が入って、非常に畑、水田、

ハウス等にも大きな影響を来しておるわけです。そういった意味で、この徹底を改めて今度

求めていきたいと思いますけれども、具体的にどういうふうに考えていくのか。担当課何回

でも行っていらっしゃると思いますけれども、再度求めたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 まず、し尿につきましては、ふだんは処理施設なんかで処理をされておると伺っておりま

す。その処理槽に行く前の溝なんかが掃除の不十分といいますか、掃除はされておると思い

ますが、中にはちょっとしたミスといいますか、そういった固形物がついて、その水路を遮

断して地区外に流れたというようなこともございますので、担当課といたしましては、まず、

そういった施設関係の徹底した掃除といいますか、そういったことで地区外に流れないよう

な努力をしていただきたいということで指導といいますか、お願いに上がるということをい

たしておりますし、今後といたしましては、雨が降ったときなんかも恐らく掃除をするとい

いますか、そういった徹底をされておると思いますけれども、そういった指導も行いますし、

また雨降りのときなんかは担当といたしまして、現場踏査をしばらく行いたいということで
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指導していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 指導をしていくというふうなことで結論づけられましたけれども、この今の現状のもうい

っちょ写真撮っていただいておりますけれども、これウーロン茶みたいな色しているですね。

こういうものが公然として流れているわけです。これを田んぼに入れられていいかどうかで

すね、この点。これペットボトルに水くんでいただいたわけです。こういうふうな実態の中

で、水質汚濁防止法に抵触せんかどうか、その点求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 水質汚濁防止法という法律がございまして、その中に排水の基準が設けてあります。それ

によりますと、１リッター当たり通常の場合はアンモニア等が100ミリグラムというふうな

ことでございまして、いわゆる0.1㏄入っていてはいけないということでございますが、畜

産業に関しまして、暫定の排水基準がまだ多分今も生きていると思いますけれども、それに

つきましては、その約９倍まで認めるというふうな法律がございまして、一応そういうふう

な基準としてはございますので、それによって県のほうで調査をしていただくことになって

おるのが法律でございます。ただ今回の場合、その排水を採取して検査をしたという経緯は

ございません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 検査はしていないというわけですけれども、早速ですね、常時流れてはいないわけですね。

雨のときは特に流れる。雨のときだけ流してよかという問題ではないわけですので、そうい

った意味で、徹底した調査をしていただきたいと思っております。 

 そしてもう１つ心配なのは、畜産経営において、硝酸性窒素分が含まれておるという中で、

これ調査しておりますけれども、この硝酸性窒素というものについては、人的被害があると

いうようなことでございますけれども、その点、担当課は把握されていらっしゃるのかどう

か、その点求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 
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 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 以前に浄化槽の処理水の放流水についての分析結果で、その硝酸性窒素の数値が出ており

まして、これが平成16年度だと思いますけれども、そのときに６月２日の放流水の硝酸性窒

素が24.5ミリグラムパーリッター、それから６月８日の放流水が28.0ミリグラムパーリッタ

ーということで、資料はここに持参をしておりますけれども、そういった硝酸性窒素がどう

いった被害に及ぶかというようなことは、私は知っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 畜産の汚水にやっぱりこれが入っているというふうなことで、硝酸性窒素についても、人

的被害があるというふうな状況の中で、きちんとこのあたりは改めて把握をしながら、住民

の健康維持管理に努めていただきたいと私は願っております。 

 そしてまた、次に入りますけれども、畜産あるいは養鶏、そしてまた養豚、一緒なんです

けれども、悪臭防止法の概要ということで、悪臭防止法が昭和46年に制定をされております。

悪臭防止法というものはどういうものなのか、具体的にわかりやすく求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 高度経済成長時代ですかね、公害問題とかあったと思いますけれども、多分そういうふう

なことを気にしているんじゃないかと思いますけれども、いわゆる工場あたりの煙突からの

排気ですかね、そういうものを防止する大きな目的としてつくられた経緯があるというふう

に考えております。 

 中身につきましては、基本的には県が規制地域を指定をいたしまして、その中で規制基準

を設定いたしているところでございます。その中に嬉野も地域として入っているということ

でございまして、じゃあ現実的にどういうふうな処理をするかといいますと、悪臭防止法に

つきましては、基本的には改善勧告命令あたりを、そういうふうな指導を含めて、それを市

町村が行う事務というふうなことになっていると思います。その中には、当然、罰則規定も

できているというふうに書かれております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 
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 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 悪臭防止法とは、規制地域内の工場、事業所の事業活動に伴って発生する悪臭について、

必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的と

するということですけれども、悪臭防止法につきましては、先ほど部長が答弁されましたけ

れども、市町村長が知事と協議をして、規制方法を指定しますということですが、嬉野市は

規制地域に入っているということですけれども、規制地域に入った場合については、改善勧

告、行政措置というものを第８条の第１項というところに書いてありますけれども、改善勧

告あるいは行政措置関係について、今までやられたことがあるかどうか、その点、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 今までにそういう実績はないということでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 今までにそういう実績はないとありますけれども、長年、１集落においてはですね、非常

に先ほど申し上げたように、繰り返しますが、大変な苦慮をされております。昼間はにおい

はせんわけですね。夜においがするわけです。この真夏の中に、窓を閉め切って生活せんば

という生活環境に置かされた人がおられます。その人たちは、一言言われましたけれども、

私たちは終わりのない公害ですよと言われました。本当に切実な思いの中で生活をされてお

ります。この発生の原因は何なのか、追跡調査されておられると思いますけれども、その点、

いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 養豚につきましては、８月に現地立ち入りをいたしまして、調査結果につきましては、ふ

んを集積し、発酵させ、攪拌するときのにおいでございました。また、養鶏につきましては、

ブロイラーを出荷された後の鶏ふんの除去の際の悪臭でございました。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

- 234 - 



○15番（西村信夫君） 

 そこらあたりは８月に県、関係機関が実態調査をしていただいておりまして、報告という

ふうなことを私も受けております。昼間はにおいはせんです。そしてまた、夜、夜中ににお

いがする。というのは何でかというのは、ふん尿を攪拌するわけですよね。そのにおいがば

っと集落に入ってきて、においによって目が覚めると。そういった部分が実態があるわけで

すね。非常に生活環境を侵されるというふうなことで、大変地元としても集落としても苦労

をされております。それぞれ畜産農家はしっかり努力をされておりますけれども、限界もあ

るけれども、そこのハードルをしっかり行政として、この際徹底した悪臭防止対策に取り組

んでいただくというのが私たち集落あるいは嬉野各住民の願いではないかと思いますが、市

長、改めて求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 私も地域の方からお話いただいて、夜行ったこともございます。確かににおいがしている

場合もありましたので、そこらについては十分承知をいたしておりまして、何とかできれば

ということで、いろいろ担当を通じてお願いもしているところでございまして、努力はいた

だいておりますけれども、なかなか十分でないということでございますので、以前も御相談

をさせていただいて、御紹介等もしたわけでございますけれども、何か技術的な、また機械

的な手法で何とかできないかということで、情報等も鋭意集めて、私どもとしてもまたこの

防止についての手伝いをぜひしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 先般、市長のほうからもアドバイスをいただいてですね、佐賀の東与賀にあります汚水セ

ンター、浄化センター、あれから処理水をもらって、そしてふん尿に振りかけるということ

で、においをとめるというようなことで、一時は、あっ、においがなくなったなという状況

があったわけですよね。しかし、最近になったら、ことしの夏、特にひどいです。それは皆

さん方も来ていただければびっくりするぐらいですね、風向きによって大変です。そういう

状況の中で生活を余儀なくしている集落もあるということをしっかり受けとめていただきた

いと願っております。 

 それともう１つお願いなのは、悪臭の測定というのが悪臭法の中にありますけれども、嬉

野市は悪臭の規制地域に入っておるわけですので、この市町村長は、規制地域における大気
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中の特定悪臭物質の濃度または大気の臭気指数について、必要な測定を行わなければならな

いということで、第11条に明記をされております。そういうことで、悪臭の測定をやってい

ただくということをお願いしたいわけですけれども、担当課、こういう事例がよその地区に

あるかどうか、その点求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 悪臭につきましても検査機器といいますか、器具につきましては、県のほうがアンモニア

濃度測定する器械検知管というやつで、アンモニアは測定をしていただくということに要請

をすれば、していただくということになっておりますけれども、ほかのものについては、こ

の場ではどういった器械なり測定器があるかということについては、ちょっとわからないと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 これは悪臭防止法の第11条に悪臭の測定ということで、市町村長はこれを測定を行わなき

ゃならないというふうなことを明記されております。そういうことで、これは測定の委託も

できるわけですね。そういった意味で市町村長は、臭気指数等にかかわる測定の業務を一定

の知識及び適正を有する臭気測定業務従事者に委託できるというふうなことでありますけれ

ども、この悪臭の臭気測定業務をぜひ委託させていただきたいと思いますけれども、その点、

市長どのようにお考えなのか、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、そういう業者についての知識はございませんので、そこら調査をさせていただいて、

実際その成果が上がるということで詳細の情報等をいただければ、ぜひ取り組みをしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 ぜひ取り組んでいただくことを切に願っております。そういうことで、集落が悪臭がどの
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くらいしているのか、人的被害は影響なのかどうか。その点をやっぱり住民の方も不安でい

らっしゃいますので、住民の方の立場に立って行政は環境保全対策に万全を期したいと願っ

ております。改めて担当部長に求めたいと思いますが、その点お尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 ただいまの市長答弁にもございましたけれども、この法律にのっとりまして、準備を進め

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そしたら、ぜひ努力をして、少しでも地域住民がこの悪臭にさらされない措置を行政とし

て取り組んでいくことを切に願っております。 

 そして次に入ります。次に、所在不明の高齢者についてですけれども、現在、所在不明の

高齢者については、東京の足立区で男性の111歳が30年そのままして白骨化して、そしてま

た、年金を不正受給していたというふうなことで、全国的な問題になったわけですけれども、

そちらのほうでは、今、詐欺じゃないかということで警察が捜査をされておるという情報を

伺っております。 

 嬉野市におきましても、この間、新聞の情報の中では、139歳の方が生存されていたとい

うふうなことですけれども、その点はどういうふうな調査をされて発覚をしたのか。その点

求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市民税務課長。 

○本庁市民税務課長（渕野美喜子君） 

 お答えいたします。 

 うちの場合は戸籍の電算化を、塩田町のほうは平成17年から、嬉野町のほうは平成14年か

ら行っております。それでもって100歳以上の高齢者ということで、ふるいをかけましたと

ころ、全部把握はできました。その中で最高齢が139歳ということになっておられます。100

歳以上ということであれば、所在不明というのは、戸籍の付票ということで、住所の履歴を

書くものがありますけれども、その付票が空欄の場合は所在不明者ということでとらえてお

ります。戸籍上、残っておられて、戸籍の付票で所在不明者ということで、100歳以上が124

名いらっしゃいました。そのうち外国居住ということになっておられる方が13名でありまし

た。そのうちの120歳以上が42名いらっしゃいまして、120歳以上ということは、もう死亡で
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あろうということになりますので、これについては高齢者消除というのを法務局の許可を得

て消除ができますので、そちらのほうで進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 高齢者のほうで、嬉野市では120歳以上が42名ということで、新聞情報を伺っております

けれども、佐賀県段階では、きのうおとといですかね、1,000名以上だったですかね。そう

いうことで、テレビで言っておりましたけれども、嬉野は42名、そのあとは変動あっていな

いというふうに思いますけれども、担当課求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市民税務課長。 

○本庁市民税務課長（渕野美喜子君） 

 今のところ変動はあっておりません。120歳以上42名ということになっております。 

 それで、市長の答弁の中でもありましたですけれども、６日付の法務省からの通達により

まして、けさ確認ができたんですけれども、120歳以上の高齢者については、戸籍及び付票

の現在の戸籍等の関係書類をつければ、法務局の許可を得まして、職権消除ができるという

通達が出たそうです。それによって簡単に──簡単にというのはあれなんですけれども、消

除ができるということになりましたので、嬉野市の場合は９月２日付で、１件については高

齢者消除の許可の申請をしております。それ以外の120歳以上については、少しずつでも関

係書類等をそろえて消除の許可を得る予定にはしておりましたけれども、120歳以上につい

ては、そういうふうな通達がありましたので、今後、速やかに消除に取りかかっていきたい

と思います。100歳から119歳までについては、今までどおりの取り扱いということで、管轄、

法務局の許可が要るんですけれども、それにはもう本人のすべての実子、養子、おい、めい

の三親等内すべての最終の戸籍及び付票を取り寄せて確認する必要があるということになっ

ています。それによって高齢者消除の許可を得るわけですけれども、それについては、かな

りの時間を要すると思われますけれども、120歳以上については、速やかに取りかかるつも

りでおります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そしたら、戸籍上は120歳以上が42名。本来なら戸籍を抹消するに当たっては、死亡届と

か死亡診断書が要るわけですけれども、そういうものは必要なくて抹消できるということで
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すか。 

○議長（太田重喜君） 

 市民税務課長。 

○本庁市民税務課長（渕野美喜子君） 

 そういうことになります。そういうことで、あとは関係書類をそろえて、許可の申請を出

せば、法務局の許可によって消除ができるということになります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そしたら、関係書類をして法務局等々のこれは指示のもとでできるということで、国とし

ても、この問題については柔軟に対処していくということで一応言われております。そうい

うことで、ひとつ問題なのは、120歳以上はよしとしても、100歳から119歳、この人たちも

対象者がおるんじゃないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市民税務課長。 

○本庁市民税務課長（渕野美喜子君） 

 お答えいたします。 

 100歳から119歳のうち、嬉野市の戸籍で見ますと、100歳から106歳が最高齢の方がいらっ

しゃいます。106歳の方は生存ということで戸籍上残っておられまして、その方たちで住所

の把握できた分については確認を全部全国いたしました。生存者については、106歳が最高

齢ですけれども、それ以外の所在不明の方については、全部で100歳から109歳までの不明者

が25名、110歳から120歳未満の方が44名、120歳から130歳が36名と、130歳以上が６名いら

っしゃいました。そのうちの119歳までの方については、生存されている可能性もあります

ので、今後、戸籍及び戸籍の付票等を、関係者の方の全部取り寄せをしまして、確認した上

で生存ではないだろうという方については、高齢者消除に取りかかっていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 先ほどちょっと数字を私も、佐賀県内では120歳以上が1,013名というふうになっておりま

すね。この間は新聞では嬉野市は42名ですけれども、神埼市とかなんか、まだまだ調査中と

いうことで、きのうおとといの情報では、120歳以上の不明者が1,013名というふうなことで
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言われております。 

 そういうことで、非常に今後、高齢者の独居老人あるいは高齢者世帯がどんどん進行する

中で、こういうものは非常に行政としても十分承知把握をすべきと思いますけれども、実際、

嬉野市内で独居老人は何名いらっしゃるのか、求めたいと思いますが。合わせて高齢化率が

26．何％でしたか、再確認をさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉課長。 

○福祉課長（江口常雄君） 

 お答えをいたします。 

 市内の65歳以上のひとり暮らしの高齢者数というのは、４月１日現在のデータですけれど

も、1,068名になります。 

 それと、７月31日現在の高齢化率は、嬉野市は26.46％になっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 ひとり暮らしが1,068名。今回の議会で示されたわけですけれども、ちょっと数字を把握

しておりませんでしたので、改めて聞きましたけれども。1,068名というけれども、その

1,068名の平均年齢はどれくらいいらっしゃるのか。そのあたりは把握できていらっしゃる

でしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉課長。 

○福祉課長（江口常雄君） 

 平均年齢は求めておりませんので、承知しておりません。申しわけありません。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 高齢化社会がどんどん進行する中で、所在不明というものが発覚をして、非常に国として

も大きな問題視されて、今、調査段階と言われていまして、嬉野市の行政担当としても、非

常に業務が山積をしておると思いますけれども、この追跡調査とかは、どういうふうなデー

タのもとでされておられるのか、その点求めたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 もう一度お願いします。 

○15番（西村信夫君） 
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 追跡調査ということで、わかりづらいと思いますけれども、高齢者が所在がどこどこにい

らっしゃる、いらっしゃらないは、この住民票でわかりますけれども、長く病院にかからな

かったとか、あるいは介護保険にかからなかったとか、そういうふうな人たちが生存してい

るか生存していないかというのがなかなかわかりづらいという部分が情報で載っております

けれども、嬉野市としては、どういうふうに調査をされているのか、その点求めたいと思い

ますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市民税務課長。 

○本庁市民税務課長（渕野美喜子君） 

 お答えいたします。 

 私のほうは65歳以上に限ってというわけではありませんけれども、住民基本台帳法に基づ

きまして実態調査をしております。というのは、ことしの３月末の国民健康保険証を国民健

康保険グループのほうで発行いたしますが、それを各人に郵送等をいたします。配達不能の

不明者とか、あと行政嘱託員、また家族から別に申し入れ等があれば実態調査を行うわけで

すけれども、ことしの６月に住民基本台帳法の第34条２項に基づく実態調査を行いまして、

所在確認できなかった者については、住民票の職権消除を行いました。それはもう若い方も

含まれています。65歳以上という限ったあれではありません。住民登録がないと医療保険や

介護サービスなどの行政サービスを利用することはできません。とりわけ65歳以上の方につ

きましては、これらのサービスを受けていない人は極めて少ないと考えられますので、実態

と住民登録の間に乖離はないと考えております。このため65歳以上7,700人いらっしゃいま

すけれども、その方の所在確認の実態調査を行うということは今のところは考えておりませ

んので、65歳以上と限ってのことはちょっと申し上げることはできないと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 高齢者の所在不明の安否確認等々は今非常に言われておりますけれども、個人情報保護法

が制定されておりますので、なかなかこの調査段階においても、個人情報を遵守する立場に

あれば、追跡調査は難しいと言われておりまして、医療システムとか、あるいは介護保険シ

ステムとか、そうしたそれに基づいて調査をするということについては、目的外使用という

部分も言われておりまして、そこのあたりはどういうふうに最終的な調査段階に持っていか

れるのか、その点求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉課長。 
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○福祉課長（江口常雄君） 

 65歳以上の方がおしなべて関連してくるのは介護保険だと思いますけれども、介護保険に

関しては、受給者証なりを交付して、その後、なるべくそごがないように受給者証は交付す

ると思いますけれど、受給者証であったり、後期高齢者の医療保険証ですか、そういうのを

交付するときに、住民登録とあわせて交付しておりますので、それに関して、できるだけ亡

くなったりされた方の分は交付をしないように、直前までちゃんと調査をして出していると

思いますので、それで不明であった分というのは、こちらのほうでは余り聞いておりません。

福祉課サイドとしては、サービスを必要とされる方にそのサービスを提供するというのが基

本ですので、申請をされて、その方にサービスをするときに、その方がいるかいないかとい

うのはわかるわけですね。ですから、基本的にはそういうやり方をやっております。具体的

な所管の事業の中で言えば、老人会の開催の補助金とかを出しておりますけれども、その中

で一応行政嘱託員の方が数を当たっていただく、確認をしていただくということが、私の所

管の中では最大の把握の数ではないかなと思っております。ほかにもいろいろ制度としてあ

りますけれども、そういうのを複数合わせれば、大体5,000人以上絶対把握はできるんだろ

うと思いますけれども、7,700をすべてというのは無理かと私の所管では思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 こういう事態は所在不明の高齢者というのが発覚をして、非常に担当課もそれ以上に多忙

な作業をされておると思いますけれども、改めて感謝申し上げたいと思います。ということ

で、年金の不正受給とか、あるいは高齢者の不在に対するいろんな問題もしっかりと行政指

導のもとでやっていただくことを切にお願い申し上げておきたいと思います。 

 今回は２項目、一般質問させていただきましたけれども、大きな問題として、１番目に畜

産の公害問題。この問題については、本当に改めてしっかり市の行政としても取り組んでい

ただく。同時に、畜産農家に対する救済措置もしっかりやっていただきたいなと願っており

ます。懸命に努力をされておりますけれども、こういう悪臭が出るということですけれども、

改めて求めておきたいと思います。 

 そういうことで、今後、計画としては、集落で畜産の経営者の方と行政と話し合いをしよ

うじゃないかというふうなことで計画をされておりますけれども、そこのあたりを含めて、

市長、協力体制をぜひお願いしたいと思いますけれども、最後に市長の答弁を求めて終わり

たいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 冒頭お答え申し上げましたように、私ども担当のほうも経営者の方ともお会いをしており

まして、また、いろんな情報等も受け取ってまいってきておるところでございまして、そう

いう中でも、やはり何かあったときには即地域の代表者の方には連絡をとって、すぐ対応す

るようにということでの話もしておりますので、今のお話等につきましても、先方にも伝え

て、やはり地域の方と一緒に対策を考えていくという方法を探っていただきたいと思います

ので、私どももぜひ御協力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○15番（西村信夫君） 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（太田重喜君） 

 これで西村信夫議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。６番小田寛之議員の発言を許します。 

○６番（小田寛之君） 

 議席番号６番小田寛之でございます。（「頑張れ」と呼ぶ者あり）ありがとうございます。

傍聴席の方におかれましては、連日にわたりありがとうございます。議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問を始めたいと思います。多少寄り道しながらも、最終的には通告書

に戻ってくるというような質問になるかもわかりませんけれども、通告書に戻れないという

ことがないような質問にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今回、私は、新幹線嬉野温泉駅について、軽自動車税について、楠風館のクスノキについ

て、この３点を質問したいと思います。 

 まず最初に、新幹線嬉野温泉駅について質問いたします。 

 九州新幹線西九州ルートは、平成29年度の完成に向け、事業が進められているところでご

ざいます。先般、議会へも新幹線嬉野温泉駅周辺整備基本計画が報告されました。駅周辺は

土地区画整理事業で整備をするということですが、駅前の広場など、必要最低限にとどめ、

なるべく無駄がないように開発をし、商業ができるゾーンとして駅前という特色を生かせる

ゾーンに開発すべきだと思います。そこで、市長にとって嬉野温泉駅に求めるものは何かを

まずお尋ねいたします。 

 あとの質問については質問者席より行います。よろしくお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 小田寛之議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

- 243 - 



 まず、新幹線嬉野温泉駅周辺整備についてでございます。 

 新幹線嬉野温泉駅周辺の整備構想につきましては、先日から地権者、関係地区への説明会

を行い、基本的な方向性を定めたところでございます。議会でも以前から御質問いただいて

おりますので、御承知をいただいておられるものと考えております。関係地権者の皆様は、

地域発展のために基本的には御了解いただいたところでございます。今後、さまざまな課題

が出てまいりますが、丁寧に御説明申し上げ、事業推進を図ってまいりたいと思います。 

 議員御発言につきましては、地権者の皆様も区画整理事業での整備に御理解いただきまし

たので、方向性としては議員御発言の形になると考えております。環境や景観、地域連携、

ユニバーサルデザインに配慮した整備を行い、交流と活性化の拠点を目指してまいりたいと

思います。 

 以上で小田寛之議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 まず、29年に開通で、今、整備をされているところでございますけれども、新幹線嬉野温

泉駅周辺整備基本計画、こういうのにも、この概要版にもそうですけど、駅前、駅の周辺で

いやしの休憩というゾーンというか、概要版の24ページなんですけど、あります。国道34号

線に駅から接続される道路なんかを見てみますと、まず道路と歩道と、いやしというか、緑

の緑地と書いてあるんですけど、そこの分が42メートルございます。まず、歩道と緑地部分

で片側15メートルずつ、両側で30メートル、車道と歩道の間に片側1.5メートルずつの余裕

を持たすとあります。これを合わせれば33メートル。ここは42メートルの幅で34号線まで接

続をされるということですけど、車道を除いたら33メートルあるわけですよね。まず１つ目

の質問なんですけど、これだけの道が必要なのかどうかというのをお尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもが当初計画いたしております駅前整備ということにつきましては、地域の拠点とな

る駅にしたいというふうに考えておりまして、ただ、歩道、歩道ということだけでは考えず

に、いわゆる駅前の視界とか、また景観とか、そういうものを踏まえてとっておるところで

ございまして、国道34号から駅につながる道路につきましては、そのような空間を設けて、

そこでのいろんな交流等もできればというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 いろいろな交流と言われましたが、そしたら、そこ、いやしのゾーンというか、それをだ

れが利用されるのか、まただれが交流をされるのか、そこをお尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 やはり我々といたしましては、そこにつきましては多くの方が歩いていただく地区という

ふうに考えているところでございまして、いわゆるお客様、また地域の皆さん方がそういう

ところの利用をしていただければというふうに考えております。ただ、そういう中でも、や

はりまだ地域全体の課題もございますので、嬉野市だけではなくて、近隣の方々もいろんな

形で利用していただければというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 いろいろな方に利用していただければという答弁がなされましたけど、私的にはこの土地

区画整理で、新幹線の駅を出たら、なるべく駅として本来の機能を残しながらも、いやしと

か何とかのそういうのは、例えば、地元の人が交流する場とか、そういう意見も書いてあっ

たりしました、これを読んだところですね。そういうのは、例えば、みゆき公園とか、嬉野

市には立派な公園などもあります。そういうのでゆっくりするというか、お客様に対するい

やしというのは宿泊施設だから、駅でいやす、大々的にそこにいやしを求めなくていいと言

ったら言い過ぎなんですけど、そこまで大々的に求める必要はないかなと思います。個人、

いろいろありますでしょうけど、例えば、私たちがよそに行ってから駅でいやされたって、

もうこの駅がとてもいやされる駅だったから今回の旅はよかったと思うことはないんですね。

駅を利用するお客さんというのが、実際に外に出てゆっくりしているということはなかなか

ないと思います。交通の手段だと思うんですよね。本当にこういう道を整備して、その別に

いやし、休憩の広場というのを大きくつくって、利用されるのがいらっしゃるのかなという

のが疑問なんですけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 いわゆる具体的な利用例ということでございますけれども、議員御承知のように、国道34

号から今考えております駅までは距離的にほとんどございません。本来ならば全体を、いわ

ゆる34号から駅前全体を広場として確保したいという気もございましたけれども、やはり車

の導入とかいう課題もございますので、そこらについてはできるだけ広くとりながら、いわ

ゆる34号から駅全体を見渡せるような、そういう空間をぜひつくっていきたいというふうに

考えておるところでございます。そういう中で、さまざまな利用の方法は出てくると思いま

すので、その歩道自体、歩道だけに使うということは考えておりませんので、今後、さまざ

まな企画をしていければというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 おっしゃることはわからないでもないんですけれども、実際にこういう理想、理想的には

そんなゆっくりして34号線から見渡せる駅がわかりやすいというのはありますでしょうけど、

現実的に後々本当に必要なのかなというのがあります。34号線から駅までは、基本計画の中

で大体100メートルということが書いてありました。その中でも、せっかく駅ができるとい

うことで、民間にまず活用するというのが一番じゃないかなと思うんですよね。駅ができて、

交流の場だけできても、経済効果というのも全くないわけですから、お金を投資するだけで

終わってしまわないようにしなければならないと思います。例えば、道やらいやしの場、そ

ういうのが公共的な場所ですけど、それをもっと民間に譲渡するというか、すぐにじゃなく

てもいいけど、最終的に民間が所有する土地だったら固定資産税とか、そういう問題も出て

きます。まずもって、民間が利用するということはお金が流れる、商業として利用するなら

ばお金がまず流れるということにつながると思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私もそういう考えには基本的にはもう立っておるところでございますので、御理解いただ

きたいと思います。そういうこともございまして、現在の方針としては、ぜひ区画整理事業

でということで、その周辺全体、多目的に使えるように考えていきたいということで地権者

の方々にもお願いをしておるところでございまして、現在計画しておりますのは、私どもが

考えておりますのは、駅前の一部といいますか、駅前のみを整備していこうということでご

ざいますが、その周辺には区画整理事業の区画もあるわけでございますので、それについて

はぜひ民間の皆さん方もある程度御利用いただければというふうに考えているところでござ
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います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 なるべく無駄がないような、本当に後々に区画整理事業して新幹線の駅が来てよかったな

と思えるような土地の整理というか、区画整理を行っていただきたいと思います。 

 まず、これにも、報告の中にもそうですけど、平成29年度までに整備が必要な施設、エリ

ア、5.1ヘクタール、いわゆるＡブロックというところですね、というのがあります。最低

でも29年度までに必要だと思うんですよね。駅が新幹線が開通するそのときにはもう整備が

終わって、ただ駅舎があるとか、そういう問題じゃなくて、民間として、市民としても駅を

新幹線が通ることによってどういう準備をしなければならないか、そういうのを想像する時

間というのも必要と思うんですよね。例えば、武雄温泉駅とかはもう既に駅があります。新

しい新幹線のレールの接続とか、ホームの増設とか、そういうのがあるかもわからないです

けど、大体もう、今、駅があるところだから想像はできると思うんですよ。例えば、武雄の

市民の方とか、商売をされている方とか。嬉野温泉駅の場合は新設の駅になりますので、想

像がしにくいというのもまずあると思います。そこで、29年度までに整備が終わらせるんじ

ゃなくて、29年度までに市民も含め準備ができる、そういう状況じゃないと、本当につくっ

てから、さあ、どうしようというのじゃ遅いと思います。なるべく慎重にやらなければいけ

ない問題ではありますけれども、なるべくおくれをとらないように整備を進めていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言のとおりでございまして、いろんなところ、今、視察もしてまいりましたけれ

ども、どうしてもやはり新駅ということにつきましては課題がございます。まずは大体の、

いわゆる駅の位置、その他についてはもう確定はしておるわけでございますけれども、駅の

建設のタイミングと合わせながらということがまず課題になってくるわけでございまして、

鹿児島ルート等の整備状況を見ましても、駅の姿が見えるのは恐らく１年前ぐらいだろうと

いうふうに思っておりまして、その工事状況とあわせながら駅前整備もしていかなければな

らないというふうな課題がございます。そういう点で、議員御発言のように、できるだけ情

報を公開しながら市民の方も参加していただくような形での計画を進めてまいりたいと思い

ます。そういうことで、まず１期工事、２期工事といいますか、そういう点で分けはしてお
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りますけれども、やはりまずは本当に駅前を公的にどう整備していくのかということと、ま

た地域の方々がどのような御協力をいただくのかというのは、もう並行してできればやって

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 先ほどの市長の答弁の中で、市民の方へ、ある意味公表するということをおっしゃいまし

たけど、嬉野市の、これは毎回──毎回というか、前回も数年前言ったことなんですけど、

ホームページに、例えば、武雄市の場合は新幹線が開通したらどういうことができるという

ことを大々的に書いてあるんですよ。武雄市のホームページのトップページに新幹線西九州

ルートというあれがぽんとあります、一番上に。嬉野市は西九州ルートとはどういうことだ

という説明だけですよね。市民が想像するという観点からも、もう大々的に、例えば、ホー

ムページでも、ほかの手段を使ってでも、周知徹底というか、想像できるような公表の仕方

をやらないといけないんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 駅自体と駅前整備等につきましては、新しくつくりましたものを使って、嘱託員さんとか、

そういう方々には説明しておりますけれども、また地域の方々にも一応整備の方向性という

ものにつきましては説明をさせていただいたところでございます。そういうことで、ホーム

ページの取り組み等がおくれているということでございますので、できるだけ早くそういう

点も御理解いただくような形にしていきたいと思いますし、また機会をとらえて市民の方へ

できるだけ御理解いただく方法はとっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 よろしくお願いします。こういういろんな協議会に入ったりとかは、通常の──通常のと

言ったらあれですけど、市民の方からすれば、何も公表されずに一部の人間だけで決められ

てしまったと。ただ、もうできてしまってから、さあ、どうするというような状況になると

思うんですよね。できる段階からずっと周知していかないといけないと思いますので、その

点に関しましてはよろしくお願いいたします。 
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 次の質問に移ります。軽自動車税についての質問になります。 

 景気低迷が続いておりますけれども、まだ嬉野市内の自動車販売業者も大変厳しい状況に

あります。本年９月末、終わりまでということだったんですけど、９月７日の受け付けでエ

コカー購入補助金も打ち切られまして、今後は今以上に厳しい状況になります。 

 私が質問したいのは、自動車販売業者が商品として仕入れて、実際は使用されていない車

に対する自動車税の課税を免除したらどうかということです。この課税免除というのは県内

でもあると思います。よその、全国的に見たらいろいろな場所の自治体がやっていると思い

ますけど、商品として仕入れるわけです。在庫として持っているのに自動車税が課税されて、

例えば、そこから売り上げが出たら年間を通してまた税金等取られるわけですよね。表現の

方法がおかしいと言われるかもわからんけど、考え方によっちゃ二重に課税されているとい

うような、本来の徴収の意味が違いますけど、課税する意味が違いますけど、在庫として持

っている業者からいえば二重に課税されているという内容でもあります。本市でも課税免除

というのを考えることができないか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 軽自動車税の免除規定についてということでございます。 

 御意見の免除規定につきましては、御発言のように、販売登録以前、一時期についての減

免をしたらどうかということでございます。現在、関係業者からの御要望等はあっておらな

いところでございますが、県内各市の状況では、６市で条例化されておりまして、それから

多久、武雄、小城、嬉野が条例化をされておられないということでございます。また、加え

て、条例化をされている唐津、鳥栖、鹿島につきましても、販売業者からの問い合わせもあ

っていない状況であるというふうに報告が来ております。また、御意見につきましては、現

在のところ、特に関係の方からもいただいておりませんので、今後、課題について研究をし

てみたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 先ほど伊万里、佐賀、鳥栖とおっしゃいました、問い合わせがあっていない状況とおっし

ゃいましたけど…… 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 じゃなくて、加えてですね、言いましたように、条例化されている唐津、鳥栖、鹿島につ

きましては販売業者の方からも問い合わせはあっておらないということでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 済みませんでした。確かに鳥栖に問い合わせたところ、条例化されているけど、問い合わ

せがあっていないというのは私も確認しておりました。確認されていない、確認がない自治

体は別としても、佐賀、伊万里とかは確認もあって、実際、課税免除されている業者もあり

ます。私が確認しただけ、ほかのところはわかりません、調べていないですけど、一件一件

調べるわけにもいかないですから。そういう状態の中で、ほかのところはそういう条例がと

りあえずあるということですよね。業者が申請をすれば課税免除ができる状態ではあるわけ

ですよね。嬉野の場合は全く条例化もされていないということで、できないということです

よね。金額的に、ほかの自治体と比べたら、嬉野の場合はあったとしてもそんなに台数はな

いと思うんですよね。何でこういうことを、課税免除をしたほうがいいんじゃないかという

と、販売促進につながるわけです。何に対するあれでもいいですけど、中古車の在庫を抱え

る現状としたら、４月１日に課税されますから、そこの日は在庫はあんまり持っておかない

ようにしようというのが現状なんです。例えば、コンビニとかの商品、４月１日にすべてに

課税するよと言われたら、４月１日にお店に行っても商品は並んでいないような状態になる

と思うんですよね。それと一緒で、車の場合も在庫調整というのをどうしても行うから、販

売できるものも販売できないようになります。普通車税の場合は、商品登録といって、一た

んナンバーを返納して課税されないようにする登録の方法がありますけど、軽自動車の場合

は、もう市町村税だから市町村でそれを取り扱っていただかない限りそういうことはできな

いわけですよね。すべてに課税されるわけですよね。貨物の場合は４千円です、軽自動車は

ですね。乗用車の場合は7,200円です。これがないために、例えば、100千円、200千円とい

う金が嬉野市内に入ってこなくなるような状況にあるわけです。台数は少ないかもわからな

いですけど、そういう販売促進という意味でも市長のお考えはどうですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 販売促進という意味からではなくて、これだけ条例化されておって、要するに販売、実際、

担当してある方々から問い合わせもあっていないということにつきましては、何かやはり課
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題があるだろうというふうなことでございますので、そこを調査させていただきたいという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 １つは、その利用されていないというのは、行政が条例化をするんだったら意味があると

思うんですよね、ほかの自治体でも。何のために条例化されているのか。でも、それを調べ

ないほうも悪いかもわからんけど、そういうのがありますというのを公表しないからでもあ

るわけですよね。もちろん商売をやっている以上は、そういうのがないかというのを調べる

義務はあると思うんですけれども、それを大々的に、例えば、ホームページにも載っている

ところと載っていないところとあります。こういうことが業者さんできますよと載っている

ところと載っていないところがあります。そういう違いというのもあると思うんですけど、

一概に、先ほど市長が言われますように、本当に利用価値が──価値がないと言ったらちょ

っと意味が違いますけど、本当に必要とされていないということなんでしょうかね。私は、

公表をしているか、していないかというのも大きな理由になると思いますけど。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだ調査をしておりませんので、いろいろ言えませんけれども、私の受け取り方といたし

ましては、もちろん行政としての条例はそれぞれ業者の方御存じだと思いますけれども、要

するに短期での在庫と、それからまた入庫、出庫ということについて、やっぱり手続的に少

し面倒なことがあって、それにまた減免の手続までということが、少しそういうところが課

題としてあるんではないかなというふうに受けとめておりますので、そこらはやはり調査を

させていただきたいということでお答えしたつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 まずもって、ほかの市内、佐賀県の市で言うと４市ですね。多久、武雄、小城、嬉野以外

は全部条例もあるわけですよね。だから、そういうことを考慮した上でやっていただきたい

と思いますけど、先ほどあんまり台数は出ないだろうというのは、ちゃんと商品として走っ

ていないというのを確認した上で課税免除をしてもらうというやり方をどこでもされている
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わけですね。店頭販売、店頭にプライスカードを置いている車で、実際に代車とか、試乗車

とか、そういうのに使っていない車というのを限定してやっているから、嬉野市内でもあっ

たとしても台数は少ないだろうと思うわけですよね。例えば、私なんかは業者なんですけど、

私が所有している車には該当する車は一台もないんですよね。仮にあったとしてもですよ。

展示場に並べる、販売促進とか、そういう面でも今後研究をされていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。楠風館のクスノキについてでございます。 

 今、楠風館のクスノキというのはみゆき公園に移っておりまして、１回、説明の中では、

状況が芳しくない、好ましくないような状況で、また楠風館に戻すというのは難しいだろう

という説明を聞いております。みゆき公園に移されている楠風館のクスノキの現状というの

はどうかというのと、「楠風館」の「楠」はクスノキという字なんですけれども、いつまで

たってもシンボル的な木がないというのはちょっと問題──問題というか、あんまり好まし

くないんじゃないかなと。早急にほかの別のクスノキでも植えるべきじゃないかなというの

が私の質問なんですけれども、今の状態と早急に植樹をすべきじゃないかというこの２問に

対しての答弁をお願いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 楠風館のクスノキについてお答え申し上げます。 

 クスの大木につきましては市内各地にありまして、年月を重ねたクスノキには県木にふさ

わしい威厳を感じておるところでございまして、市内各地の巨木も大切にしていきたいと考

えております。県内の巨木のネットワークの動きにも取り組みを行ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 御意見の楠風館のクスノキにつきましては、現在、みゆき公園に移して保護いたしており

ます。枝葉はそろってまいったところでございますけれども、いわゆる幹のところが以前か

ら空洞化をいたしておりましたので、やはり移設については課題があるというふうに思いま

す。御提案につきましては十分もう理解をしているところでございますけれども、相当幼木

から現地で育成して、現地になじませないと、前回のクスのような樹勢をそぐことにもなり

かねませんので、慎重に取り扱わなければならないと考えております。また、その当時、地

盤を見ていただいた関係者の方のお話では、今の状況ではやはりこのクスノキを植えるとい

うことについては大きな問題があるだろうというふうなお話でございましたので、やはりど

のような形が一番いいのか、必要だと思っておりますので、もうしばらく研究をしなくちゃ

いかんかなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 楠風館にあったクスノキが何で傷んだかといったら、やっぱりそこの植え方にも問題があ

ったということなんでしょうけれども、今度植えるとしたら、戻すにしても、新たな植樹を

するにしても、植える場所の改良をしなければ、どっちにしてもまた同じような状態になる

ということは理解をしております。様子を見て、今の移したクスノキが戻せることが今の状

態ではあるという考えなんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 最終的には判断はいたしておりませんけれども、今の枝葉の勢いは結構戻ってきましたけ

れども、いわゆるしんの幹のところの傷み方が非常にひどいということで、あのままだと大

丈夫ですけど、移すということについてはちょっと問題があるというふうに考えております

ので、何か植えるとすれば、また別のクスノキをというふうにしか考えられないと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 小田寛之議員。 

○６番（小田寛之君） 

 幹の中が空洞であって、今、みゆき公園に運ぶときでもちょっと怖いぐらいだったという

こと、話を聞いたものでなんですけれども、戻せる可能性があるならば別として、可能性が

ないと判断されたときは、早急に楠風館のクスノキをどうするかというのを考えていただき

たいと思います。 

 今回の一般質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（太田重喜君） 

 これで小田寛之議員の質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで13時まで休憩いたします。 

午前11時41分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（太田重喜君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 17番山口要議員の発言を許します。 

○17番（山口 要君） 

 今議会最後の質問者となります17番山口要です。 
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 ただいま議長の許可をいただきましたので、今回は観光政策における諸問題についてとい

うことと新幹線の問題、さらには空き地対策についてということと、そしてまた、医療費助

成、さらには教育の問題、この大きな５問題にわたって、それで細部にわたりながら通告書

に従って一般質問を行ってまいりたいと思います。 

 なお、私は一般質問というものはあくまでも政策提言ということで認識をしておりますの

で、そうがみがみひどく突っ込むようなことはいたしません。ソフトな中に質問を行ってま

いりたいというふうに思っておりますので、どうか市長並びに執行部におかれましては、ど

こかの市長のようにぶち切れることなく淡々と冷静にお答えをいただきたいということをお

願いしておきたいと思います。先ほど頑張れという御声援がまいりましたので、それにこた

えながらやってまいりたいと思います。 

 それでは、第１番目、観光政策における諸問題についてということであります。 

 今日、景気回復がおくれ、その余波というものが観光業界にも押し寄せてきております。

年々観光客、宿泊客の減少を含めて、極めて当嬉野市は深刻な状況に陥っているところであ

ります。観光立市の本市としても、今、手を打たなければどうしようもない状況に置かれる

んではないかということで、非常に危惧をしております。国においても景気回復はおくれ、

地域活性化の起爆剤ということで期待がかかる観光施策、本年度におきましては、観光庁予

算を127億円ということで、前年度から倍増させ、観光重視へと大きくかじを切っている状

況であります。 

 そのようなことを含めおいて、まず１番目、市長は観光政策に対してどのようなお考えを

持っておられるのか、以前にもこのことについてお尋ねをした経緯がありますけれども、い

ま一度、今後のことについてもお答えをいただきたいと思います。 

 次に、竹田市の首藤市長、この方は随分と前に、嬉野町のときにパネラーとしてお呼びし

た経緯がありますけれども、役場職員として非常に優秀な方でした。その方が旅館を継ぎな

がら、その後県議会議員へ、そして今回、竹田市の市長に就任されたわけでありますけれど

も、その首藤市長が温泉療法への助成制度、温泉療養保険というものを来年４月１日から実

施する提案をしておられます。そのことについて、本市でも検討をされてみてはどうかとい

うことでの御提案であります。 

 次に、３番目でありますけれども、近畿日本ツーリスト、近ツーは観光振興に携わる観光

プロデューサーの派遣というものを本格的に本年度から始めるということで聞き及んでおり

ます。数年前から何市かには派遣をしておりますけれども、それがめどが立ったということ

で本年度から正式に各市町村に呼びかける予定ということでなってきております。このこと

について、多少費用はかかりますけれども、導入に向けてのお考えがあるのかないのかとい

うことであります。 

 次に、４番目であります。先ほど申しましたように、本市は非常に厳しい状況の中で、今、
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観光業界、あるいは旅館組合においても、いろんな施策を考えながら必死になって取り組ん

でおられる、そのような団体に対して市の執行部として連携を含め、どのような形で今後図

っていかれるお考えなのかということでお答えをいただきたいと思います。 

 次に、５番目、湯の端座、足湯等の積み残し案件、昨年来の目玉の施策でありましたけれ

ども、それがとんざをしながら今日まで来ております。このことについては当初予算等でも

またいろいろな質問をいたしましたけれども、今現在どのような状況にあるのかということ

をお尋ねしたいと思います。このことにつきましては、決算、あるいは今回の議案審議にも

かかわる問題もありますから、そこら辺は避けながらお尋ねをしていきたいと思います。 

 次に、大きい２番目であります。 

 2018年の開業予定まであと８年有余となりました。その新幹線でありますけれども、国に

おきましては、来年度の概算要求において、九州新幹線長崎ルートについては、とりあえず

本年度と同額の706億円が計上をされております。フリーゲージトレインについても

1,867,000千円の予算が計上されております。このフリーゲージトレイン、いわゆるＦＧＴ

でありますけれども、実用化に向けて最近のマスコミ報道等を見てみますと、まさに暗雲が

立ち込めている状況でもございます。そういう中で、本市としてはその状況をどう把握して

おられるのか、お答えをいただきたいと思います。 

 そしてまた、一部マスコミにおいてはＦＧＴの実用化が伴わなければ、現在走っている特

急並びに急行を走らせるとの報道があっております。その真偽のほどはいかがかということ

でお尋ねをしたいと思います。 

 次に、大きい３番目であります。 

 空き地対策についてということであります。 

 国土交通省が2009年、全国の市区町村に土地利用状況を調査したところ、約46％、半数で

雑草が繁茂した空き地が発生をしているという結果が出ております。そこで、本市において

は迷惑空き地の状況はいかがな状況であるかということと、そしてまた、現在そんな空き地

においてのクレームがあっていないか。さらにはまた、そのことについて今後の対策という

ものをどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、大きい４番目であります。 

 医療費助成の問題であります。 

 本市においては、現在乳幼児、そして就学前の児童までの医療費助成、これは本当に大英

断だと思っておりましたけれども、今回、神埼市においては、さらにそれを上回った形で小

学生までの入院費、通院費の補助をするということが報道をされております。そういうこと

について、大体本市で実施するとしたらどれくらいの費用がかかるものかということとあわ

せて、本市においてそこまで踏み込んで実施するお考えがあるのかどうかということでお答

えをいただきたいと思います。 
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 次に、大きい５番目、教育の問題であります。 

 来年度から新学習指導要領が実施される予定になっておりますが、まだまだいろいろな問

題というものが山積をしております。その中で、まず、細かい１番目として、教材の一部と

して新聞の活用が盛り込まれる予定になっておりますが、本市における各学校の配置状況は

どうかということと、また現在において新聞活用はいかにして行われているかということで

ありますけれども、このことについては、昨日、田中議員が隅の隅まで突っ込んで、私はス

イカの種ぐらいしか残っておりませんけれども、そのスイカの種の分だけでもよろしいです

から、お答えをいただきたいと思います。 

 次に、２番目、小学校５、６年生で英語が必修化されます。今現在でもその前段として実

施されておりますけれども、その前倒しで実施されている中での問題点、さらにはまた、今

後のその問題点の中から課題というものがどのようなものが出ているのかということをお尋

ねいたしたいと思います。 

 ３番目、本年４月に実施された全国学力テストにおいて、本市の抽出でありますから、結

果はどうであったか、なかなかこれはお答えにくいかもしれませんけれども、そのことと、

そしてまた、藤津教育事務所等においては、非常に成績がよかったというふうな報道もあっ

ておりましたけれども、ただ、そういう中でも問題点が残されているんではないかという気

がいたします。そういう意味で、成績上位の秋田県等と比較して、今後そこに見習うべき点

がないのかどうか、そこにおいて検討するべき点がないのかということについてお尋ねをし

たいと思います。 

 以上、１回目の質問をこの場で終わりたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 山口要議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、観光問題について、２点目が新幹線の問題について、３点目が空

き地対策について、４点目が入院費と医療費の補助について、５点目が教育問題についてで

ございますが、教育問題につきましては教育長からお答え申し上げます。 

 まず、観光問題についてお答え申し上げます。 

 観光施策につきましては、観光業界などの御意見をいただきながら、毎年予算をお願いし、

振興策を実行いたしております。現在は、団体客から個人のお客様、旅行専門業者のあっせ

んからネットによる取り扱いの増加、また、泊まりと食事の分離、また、宿泊と日帰りの混

在、また、海外客の増加など、状況が変化をいたしております。関係団体の皆様も努力して

おられますので、今後も引き続き連携をいたしてまいりたいと考えております。 

 今年度はユニバーサルデザイン全国大会を開催いたしますので、今後の嬉野温泉の方向性
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を示せる大会になればと期待をしておるところでございます。 

 また、以前から取り組んでおります医療と健康を組み合わせる健康保養の企画につきまし

ても、ホットマンマの企画を行っていただき定着をしてまいりました。 

 また、医療セミナーの開催なども増加してまいりましたので、今後も引き続き努力をして

まいりたいと思います。 

 先日、嬉野温泉で開催されました心臓病学会などにつきましては、温泉地では初の学会だ

ったそうですが、評価をいただきましたので、新しい方向性の宿泊増加の兆しが期待できる

ものと考えております。 

 また、来月には糖尿病関係のウオーキング大会も計画されておりますので、定期開催を呼

びかけてまいりたいと思います。 

 また、新幹線鹿児島ルートの開通による影響も考えられますので、西九州全体のネットワ

ークをとってまいりたいと思います。 

 また、海外客の誘致につきましては、観光協会等も努力をしていただき、特に韓国につき

ましては、昨年の実績を既に今年度オーバーをしたというふうな形で増加いたしております

ので、今後さまざまな海外の観光客誘致につきましても努力をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 次に、御意見の竹田市の企画につきましては承知をいたしておりまして、制度の研修につ

いて既にお願いをいたしておるところでございます。嬉野にとりましても、取り入れができ

ればと考えておりますので、今後研究をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 また、御意見の観光プロデュースにつきましては、先日も観光協会と連携をいたして、観

光カリスマ山田圭一郎先生の御指導をいただいたところでございます。さまざまな指導をい

ただくことは有意義であると考えております。観光協会では、観光プロデュース会議を既に

立ち上げておられます。連携が必要と考えられますので、今回の御提案につきましても、今

後検討してまいりたいと考えるところでございます。 

 次に、観光振興についての関係団体との連携については、とってまいりましたので、引き

続き行ってまいりたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、先日の観光カリスマの御指導によりますと、自治体が

観光政策を行うことは限度が生じるとの指摘があり、関係団体の皆様も同席して指摘をいた

だいたところでございます。 

 今後の課題といたしましては、全国の観光地共通の課題として観光業の自立という観点か

らの取り組みも問われたところでございます。市民の方々と観光業界の方々との共助の仕組

みをつくることを求められたところでございまして、今後も関係業界の皆様と次の世代を見

ながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、湯の端座の企画につきましては、以前から予定をいたしておりましたけれども、場
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所の御了解をいただくことができませんでした。再度場所の選定を行い、整備に向けて今後

努力をしてまいりたいと思います。 

 次に、湯煙広場の整備につきましては、以前計画をしておりました足湯までの整備は行わ

ず、湯煙創出公園として整備を行うよう、今、県と協議をしているところでございます。 

 次に、湯宿広場の整備につきましては、地権者の方へも再度御意見を賜ったところでござ

います。御意向といたしましては、再度原型を復帰できる範囲での利用とのことでございま

したので、足湯等の整備につきましても、次年度に方法を検討することといたしたいと考え

ております。 

 次に、フリーゲージトレインの開発状況についてということでございます。 

 新幹線西九州ルートの前提となりますフリーゲージトレインの開発状況につきましては、

先日開催されました大村のシンポジウムでＪＲ九州の部長から一部の課題について話があっ

たところでございまして、参加された方は承知しておられましたが、その後、新聞報道等が

なされたところでございます。 

 市といたしましても、早速確認をいたしました。回答といたしましては、新型台座の開発

に時間を要しているけれども、引き続き開発を行い、開業に間に合わせるとの回答をいただ

いております。課題を解決して性能が確保されるものと期待してまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、空き地対策についてでございます。 

 荒廃した農地の課題が全国的に取り上げられてまいりましたが、先日の全国紙の報道にあ

りましたように、市街地での空き地の増加が課題になっております。以前の議会でも課題と

して取り上げられました空き家対策同様に、今後、地域社会の課題として対処しなくてはな

らないと考えております。 

 嬉野市内でも空き地が増加しております。現在は、地域の区長さんにまず把握をしていた

だき対処をお願いしているところでございます。解決できないものにつきましては、持ち主

の方に対処をお願いしております。 

 既に問題となった空き地があるかどうかにつきましては、数件対応を相談された場所があ

り、持ち主に連絡をし、解決をしていただいたところでございます。今後も地域の課題とし

て持ち主の方への適切な管理を呼びかけてまいりたいと考えております。 

 次に、通院費と入院費の補助についてでございます。 

 以前から医療費関係の補助につきましては取り組みを進めてまいりました。県内の自治体

でもさまざまに取り組みを進めておるところでございます。 

 また、県におきましても取り組みを進めていただいておるところでございます。 

 取り組むとすれば、神埼市さんと同様の方法で試算をした場合に、負担金額が嬉野市とし

ては年間45,000千円程度増になるわけでございます。今後、財源の課題をクリアしながら検
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討できればと考えているところでございます。 

 教育問題につきましては、教育長からお答え申し上げます。 

 以上で山口要議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 教育問題について３点お尋ねでございますので、通してお答えを申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、新聞活用につきましてですけれども、小学校学習指導要領、国語の読むこ

と、第５学年及び第６学年において、編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読むこと

と示されております。 

 また、中学校の国語３年では、論説や報道などに盛り込まれた情報を比較して読むこと、

同様に１年においても新聞活用についての目標が掲げられておりますので、それに向かって

準備をしているところでございます。 

 したがいまして、各学校の配置状況でございますけれども、昨日もお答えをいたしました

けれども、職員室に配置をして、教師が教材として必要なときに活用をしているという状況

でございます。今後、配置場所についてはどこが適切であるのか検討をして、再度チェック

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 新聞活用の取り組みにつきましては、平成22年の２月に、これもお答えいたしましたけれ

ども、市内の校長研修会において、某新聞社の出前授業にも説明を受けております。市内で

２小学校で新聞の読み方、つくり方について、児童に詳しく説明をいただいているところで

ございます。 

 そのほか、新聞活用につきましての例ですけれども、有明抄あたりを使っての感想、意見

をとりまとめる活動あたりを行っておりますし、読む力、考える力、書く力の国語力を高め

る取り組みも行っているところでございます。出前授業を受けて、新聞のつくり方に沿って

学習内容をまとめる新聞づくりを行っているところもございます。 

 今後、新学習指導要領に表示をしてきてありますので、新学習指導要領に対応するように、

さらなる対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

 ２点目の小学校外国語活動についてでございますが、本市では移行措置の２年間の取り組

みとして、全小学校８校に対して自作英語カード等の配布、講師招聘による指導方法の研究

を行ってまいっております。 

 また、昨年度から市内小学校の５、６年生22クラスに小学校英語活動の指導員を派遣し、

担任とのＴＴ授業を実施しております。 

 現在、特に問題として上がっておりませんが、課題として申しますと、中学校の英語科へ

の接続を考慮したカリキュラムや内容の策定、また英語活動の指導力の向上のための研修会
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等の実施が上げられるのではないかと思います。この課題解決のために、本年度夏休みを利

用して、小・中連携部会、通称６３プランと呼んでおりますけれども、その活動の中に夏期

６３プラン推進事業の中で教職員研修会を行っております。その際に、中学校の英語教諭、

ＡＬＴ、小学校英語活動指導員、小・中学校教諭がカリキュラムや指導内容について協議を

し、課題に対処しているところでございます。 

 また、同様な参加者によって、今後でございますけれども、授業研究会及び研究協議会を

予定しております。 

 指導力向上については、小学校の英語活動指導員を武雄市の研究指定校あたりに随時派遣

をして、研修を重ねているところでございます。 

 次に、３つ目の問題でございますが、全国学力学習状況の本市の結果は、小学校６年生、

国語、算数、中学３年生、国語、数学において、おおむね全国平均並みになっております。

若干小学校６年生の算数Ｂが下がっている状況でございます。中学３年の数学Ａ知識、Ｂ活

用ともに、全国を大きく上回っている本年の状況であります。 

 また、秋田県等の比較でということでございますが、秋田県等の高成績の要因の一つに家

庭学習の充実が上げられるのではないかというふうに思っております。昨年度から、本市の

検討課題として家庭学習を挙げて、６３プランの教職員研修の中においても、小・中９年間

を見通した家庭学習の習慣化について協議を行ったところでございます。 

 その中から、家庭生活習慣、あるいは学習習慣の家庭向け啓発カードの作成をしていくこ

とを決定して、早ければ10月中ぐらいに発行できるのではないかというように思っておりま

す。さらには、家庭生活の手引きの作成に発展させていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えにいたしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、２回目の質問に移っていきたいと思います。 

 余りランダムに行きますと、もう済んだということでほっとされるかもしれませんので、

多少アトランダムな形で２回目の質問を行ってまいりたいと思います。 

 まず、第１番目に空き地対策ということであります。 

 このことにつきましては、先ほど市長の答弁によりますと、区長さんたちに把握をお願い

しているということでありますけれども、空き家については１日目の平野議員の質問に対し

て答弁があっておりますけれども、空き家280戸のうちに管理されていない空き家が120件と

いうことで答弁がされております。現在、空き地については大体どれくらいあるのかという

ことがおわかりであれば、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 
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 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答えを申し上げます。 

 市内全域の件数については把握をしておりません。官民合わせたら相当数の空き地がある

というふうに考えております。隣接地が迷惑になりそうな民地もございます。把握の方法と

しましては、区から相談で判明するものが多く、空き地の状況は隣接する市民や区長さんか

らの相談で現在確認をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これが、今、クレームがあった時点での把握ということの答弁だと、私は理解をしており

ますけれども、やはりこれがクレームがあっていないところでも、今後火災等が発生する、

恐らく空き地というものが嬉野にも相当数あるんではないかというふうに思っております。

そういう意味では、実は後の分で言おうと思っておりましたけれども、本市において空き地

台帳というものをやっぱり一遍作成されたらいかがかというふうに思っております。 

 これは、三重県の名張市においては、ここは本当に相当踏み込んだ形で空き地対策をされ

ております。ここにおいては、代執行ということまで踏み込んだ形で今回条例を策定してお

ります。そのことについて、担当課、把握をしておられますか。 

○議長（太田重喜君） 

 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お尋ねの件ですけれども、そこまでは現在のところ把握をしておりません。当然、行政が

管理をしている分については把握をさせてはいただいておりますけれども、あと、民地関係

とか、そういった部分につきましては、現在のところ、空き地、空き家がある状況は若干わ

かっていても、そういうふうな台帳的なものもつくっておりませんし、完全な把握はできて

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 じゃあ、もう一つ、名張市の空き地の雑草等の除去に関する条例というものは御存じです

か。 

○議長（太田重喜君） 
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 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答え申し上げます。 

 条例その他はちょっと確認をしておりませんので、存じておりません。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 早急に、このように名張市空き地の雑草等の除去に関する条例というものが、今回、以前

もあったものをもう一歩踏み込んだ形で条例を制定しておられますので、一遍お調べになっ

て、今後の検討にされたらいかがかというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをして

おきたいと思います。 

 ここは全国で先駆けて、先ほど申しましたように、空き地に対して市の職員が立ち入る、

そしてまた、立ち入り調査後に代執行までするということまでされておりますので、大分検

討の余地があるかと思いますので。 

 それで、実は今、民地の中でも個人を出したら非常に差し障りがありますけれども、地区

ということで言いますと、湯野田地区の中に大きな空き地があります。そこは、もう草ぼー

ぼーの状況で、とにかく人間の高さほどに草が生い茂っております。それが物すごく広い土

地なんです。私は通るたびに、そこでもし火事でも起きたら、周りに旅館等もありますし、

大変な状況になるんではないかということで懸念をしているんですよ。 

 それはもう下岩屋三区のほうでもありますけれども、火災、災害等が起きてからでは手お

くれになりますので、民地ということはあるにしても、町の中、ぜひ一遍回られて、その状

況というものを把握され、そして今後の対策というものをされたほうがいいかというふうに

思いますけれども、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 支所総務課長。 

○支所総務課長（永江邦弘君） 

 お答えを申し上げます。 

 今、お話をいただいていますように、いわゆる民地というふうなことで、なかなか踏み込

みができない部分がございますけれども、ただ、そういうふうな防災面から考えましても、

いわゆる消防法あたりから考えましても、あるいは杵藤地区広域圏の中の条例に火災の予防

というふうな部分もございますから、そういった部分から考えていけば、当然指導ができる

のではないかなというふうに考えておりますので、今後、警察、あるいは消防、区長さん方

を通じて連携をしながら対応をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 担当課のほうは総務課、あるいは環境のほうでも御存じかと思いますけれども、嬉野市環

境美化条例というのを御存じですよね。この美化条例お読みになって、はっきりおわかりに

なるかと思いますけれども、この第12条の中に、市長はごみ等が散乱し、もしくは排出され、

またそのおそれがあると認めるときには、市民と事業者及び専有者に対しごみ等の散乱、ま

たは排出を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができるということが条文

に上がっているわけですよ。 

 そしてまた２番目に、市長は前項の勧告に従わなかった場合には、その者に対し関係法令

を活用して厳正に対処するものとすると、だから、草が生い茂っているのが、繁茂状態が、

それがごみに当たるかどうかわかりませんけれども、考えようによっては、その後の災害を

引き起こす一つの要因ともなるわけですので、当然ある意味では、私はこれに該当する部分

があるかと思うんですよ。 

 だから、もう一遍この条例等をお読みになって、そして今後について、この条例をまたも

う一つ、先ほど申しましたように、名張市みたいな形の条例をつくられるのかどうか、そこ

ら辺もあわせて御検討をいただきたいと思いますけれども、市長、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 今、議員御発言の名張市の件は、新聞の記事等で承知をしておりまして、ぜひ研究をして

みたいなと思っておるところでございます。 

 また、各地区の区長さんあたり、もう非常に苦労しておられます。苦慮をしながら対応し

ていただいております。先々月だったですかね、ちょっと話がありましたけれども、ハチが

巣をつくっていると、何とか処理ができないかという話もあったということでございますの

で、いろんな課題を抱えていると思います。そういうことで、今、御提案いただきましたの

で、もうぜひこれは取り組みをするように進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今、市長は恐らく日経の記事のことをおっしゃったと思っております。その日経の記事を

お読みになったとするならば、そこの中に名張市の条例のことまで文の中に入っているわけ
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ですよね。だから、それをお読みであったならば、何でそのことにお気づきになって、担当

課に指示をされなかったのかということ、そのことについてお答えをいただきたいと思いま

すけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 これは、ちょっと先日手に入れたばかりでございまして、まだそこまで指示をしていなか

ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ、いつの新聞か御存じですか、名張市の。８月２日ですよ、これ、新聞記事は。８月

２日の記事を、つい先日ごらんになったんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 私の手元に入りましたのは、９月２日のネットからとった分でございまして、御質問の中

身等も伺いながら、これ読ませていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ぶち切れられる前にやめますけれども、ぜひ今後について、そのことについて検討してい

ただき、いい形での条例、あるいは対応をしていただくように、そのことについてはお願い

をして、次の質問に移ります。 

 次に、医療費の助成の問題であります。 

 これにつきましては、先ほど１回目の質問のときに申し上げましたように、市長が大英断

の中で他市に先駆けて乳幼児、あるいは就学前の児童までの医療費助成をされたわけであり

ますけれども、今現在、本市の当初予算で見ますと年間50,000千円の今年度の予算で計上さ

れております。 

 今の市長の答弁によりますと、あと年間45,000千円ほど増になるということでありますけ

れども、非常に大きい金額なので、私もすぐ実施をしなさいということは財政の面考えたと
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きに、言いづらい部分があるわけなんですけれども、考えてみますと、やはり病気の早期発

見、あるいはまた、長い目で見れば医療費の軽減につながるというふうな効果も期待できる

わけですので、何らかの形での検討というものを、今後どれくらいの期間の中で考えていか

れるのか、再度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 確認はできておりませんけれども、実はこの医療費の入院の分につきまして、県のほうの、

いわゆる検討も相当進んできているというふうに聞いておりますので、照合の仕方がどうい

うふうな形でできるのが一番いいのかですね、もうしばらく時間をかけていきたいと思いま

すけれども、もう一つは、以前から考えておりますけれども、同じ財源になるわけでござい

ますけれども、いわゆる肺炎球菌の接種の問題も、何とか実施したいなと、それをやります

と30,000千円近くの費用だったと思います。どちらを優先するか、両方やったが一番いいわ

けでございますけれども、ぜひ何とか財政的に折り合いを──折り合いというと怒られます

けど、財政的に考慮できれば取り組みをしたいなと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 県と財源の絡みもありますけれども、できるだけ健康増進のまち、あるいは住みよいまち

づくりということで考えていくならば、定住促進にもつながるというふうなことにも思いま

すので、ぜひできるだけ速やかな時期に実現できるように御検討をしていただきたいという

ことで要望をしておきたいと思います。 

 次に、観光の問題であります。 

 今、実は私はこのことで、まず第１番目に山田先生の講演を聞いての感想はということで

お尋ねしようと思っておりましたけれども、昨日、さる議員の方が私が言う前にお尋ねにな

りましたので、非常に私は歯がゆい思いをしております。その中で、実は市長はそのときの

感じとしておっしゃっておられましたけれども、先ほど来、繰り返しおっしゃっているよう

に、行政が観光事業を行う場合大きなハードルがあると、市民重視、市民が動く組織でない

と発展しないということを繰り返し申しておられますけれども、この山田先生の話を聞いた

ときに、きのう、課長は申されましたけれども、観光地から観光地、まさに幸せを感じると

いうことで言いましたけれども、もう一つおっしゃったのは、勝ち残る、ウインですね、勝

ち負けの勝ち残るではなくして、価値、バリューが残る、価値残るということで進まなけれ
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ばならないんじゃないかというふうに、山田先生はおっしゃっていますし、また、戦略なき

戦術論というものは、必ず失敗をするというようなことも話しておられました。 

 さらにはまた、変化への対応が必要というふうなことも、るる話の中であったわけですけ

れども、先ほど市長は考え方ということの中で、団体から個人、あるいは業者からネット、

あるいは宿泊から休憩ということで、状況の変化ということを言われました。その状況の変

化がある中で、市長は今後について、その状況が変化していく中で、市長自身として今後の

観光政策というものをどのように、どんな視点でとらえて、どのような政策で持っていこう

と思っているのか、お答えをいただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 山田先生等の講演もありましたし、また、きのうも申し上げましたけれども、それに先立

ってわざわざ意見交換会もしていただきまして、大変感謝をしておるところでございます。 

 そこで、具体的にさまざま申しておりますけれども、やっぱり私どもとしては、もう一度

嬉野の、いわゆるサービスというものを、もう一回磨きをかけていかないと、非常に無理が

あるというふうに感じておりまして、これは観光業界の皆さん方と一緒になって、やはりも

う一度おもてなしのあり方というものを、本当にもう一回洗い直していきたいなというふう

に思っておるところでございます。 

 そういう中で、先生も見ていただいたと思いますけれども、やはり施設等の老朽化が非常

に進んでおるわけでございまして、そこら辺について、何か関係業界の方と一緒になって対

策がとれないかと、もちろん個人の財産でございますので、非常に厳しいわけでございます

が、嬉野の場合、非常にそれがおくれているというふうに考えておりますので、そこらにつ

いては先生もいろいろ話を聞かせていただきました。 

 きのうからお話ししている中で、これからの非常に大きな課題としては、山田先生は講演

の際にも価値という形で表現されましたけれども、やはりもうからない観光というのはあり

得ないということですね。だから、いかに人が来るより、いかにもうかるかと、もうけるか

ということを本当に考えていかなければならないということを、何度もお話をされたわけで

ございまして、私どもとしては、もちろん人を集めることも大事ですけれども、利益として

観光業の方が上げていただくような形にしていければと思っております。 

 そういう点で、非常に課題はありますけれども、もう一回おもてなしのサービスというも

のを、業界の方と一緒に立て直して、もう一つはやはり感じよくお泊まりいただくとか、そ

ういうふうな施設の面もあると思いますので、そこらを観光関係の方と一緒に、しっかり研

究をしていかなければならないというふうに、課題としては思っておるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 確かに今、市長がお答えになったことは、私も十分理解をするわけでありますけれども、

そのような中で、先ほどいみじくも市長がちょっとおっしゃいましたけれども、結局、施設

の老朽化ということを答弁されましたけれども、その施設の老朽化があっても、その先につ

いてなかなか投資がしづらい、投資する余裕がない、言葉は失礼になりますけれども、その

ような状況というものが、私は今あっているというふうに認識をしているわけですよ。 

 だから、それともう一つは、市長が行政が行う場合、大きなハードルがあるというふうな

こともおっしゃいましたけれども、やはりそこにおいて、インセンティブといいますか、意

欲刺激、そのことを行政がそのような民間に対して刺激を与えていかないと、私は幾ら民間

が頑張るにしても、無理があるんじゃないかと、そのように考えますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 きのうも田中議員さんのお尋ねにお答えしたとおりでございまして、私も同意見であるわ

けでございます。そういうことでございますので、絵をかいて言われましたけれども、要す

るにピラミッドをつくった場合に、ピラミッドの中の取りまとめとして観光協会とか私ども

とか、そういうものが非常に大事であると、しかし、その裾野というものを本当にしっかり

しなくちゃならんということでございます。 

 ですから、もちろん資金的に非常に苦労しておられるというの、わかりますので、そこら

辺についてもう一回、制度等も考えられないかということと、やはり施設の老朽化というも

のを、何かサービス面でカバーするような、そういうことも考えなくてはならないと、そん

なこともおっしゃったわけでございまして、やはり嬉野のもてなしというものを、もう一回

見直して強みとするようにということを強く言われましたので、そこら辺についてはぜひ努

力をしてまいりたいと思います。 

 それともう一つは、非常に言われまして、これからの新しい観光としては地域コミュニテ

ィというものも言われました。というのは、地域のつながり自体が観光になっていくという

ふうなことで、これはもう新しい視点として、私どもとしてはしっかりやっていかにゃいか

んなというふうに思ったところでございまして、具体的には北海道の例も上げて説明をされ

ましたけれども、やっぱり地域の方々が、議員御発言のように、御協力体制がないと、やは
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り観光に来られても、なかなか満足していただかないと、これはもう現実だろうと思います

ので、そこら辺については市民の方と一緒に、もう一度努力する必要があるというのを強く

感じておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 結局、４番目とリンクすることになりますけれども、そのことについては、また後で申し

ますけれども、やはり行政というものが、ある程度踏み込んだ形でフォローというものをし

ていかないと、なかなか私は、それは民間だけが頑張ってくださいと言っても無理な部分が

あるというふうに思っております。 

 さらにはまた、先ほど市長は新幹線のネットワークというふうなことをおっしゃいました

けれども、来年春、鹿児島ルートが開通いたしますと、私は一番危機感を抱くのは、恐らく

縦に流れてしまって横にお客さんが来なくなるんではないかと、そして、その開業効果とい

うものが３年間続くとするならば、嬉野のダメージというのはかなり大きなものになってく

るんですよ。そこら辺について、どうお考えになりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そのいわゆる縦のルートといいますか、オープン効果というのは当然あるわけでございま

して、非常に危惧をいたしております。もちろん関係業界の方も非常に心配をしておられま

して、既に先日も行いましたけれども、広島方面への観光キャンペーンもかけておりますし、

また、大阪でも行っております。また引き続き、これはもう皆さんと一緒に努力するわけで

ございます。 

 もう一つは、やはり県と一緒になって、縦のラインから横のラインへというふうなことを

しっかりやっていきたいというふうに思っておるところでございまして、これはもう既に動

きも出ておりますので、ぜひ少しでも鹿児島方面の開業効果といいますか、そういうものを

西九州方面にも延ばしていただくように、これはもう業界の方もわかっておられますので、

一緒にやっていきたいと思っておるところでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 課長、ことしの今の観光客の動向といいますか、状況を把握しておられますか。おわかり
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になりますか。今現在、どのような状況で推移をしているのか、おわかりであればお答えを

いただきたいと思いますけど。 

○議長（太田重喜君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 ことしの状況でございますけれども、連休のときをちょっと比べてみますと、例年よりち

ょっと多いという御報告をいただいておりますけれども、これが旅館、ホテルによってふえ

ているところ、また減っているところございます。 

 私も今、シーボルトの湯の担当もしておりますので、ちょくちょく週末も出ておりますけ

れども、状況から見て、浴衣を着てまちを歩かれている状況を見ますと、やはり減少してい

るというような状況を感じております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 ことしの連休以降、もう恐らく市長も御存じかと思いますけれども、数字的にどんな結果

が出ているのか、ここに資料を持っておりますけれども、その数字が出ていても、かなり厳

しい状況なんです、ことしのゴールデンウイーク以降は。そして、宿泊客そのものも売上増

になかなか結びついていない、そういう状況なんです。かなりシビアなお客さんばっかりで。

極端な話言いますと、もう旅館に入る前にコンビニからお酒を買って、そして旅館に入り込

んで、そのまま空き瓶を置いて帰るというふうなお客さんが結構ふえてきているんです。だ

から、旅館の売り上げ、宿泊客は何とかなっても、その旅館の売上増にはほとんどつながっ

ていない状況、そういう点もぜひ把握をしておいていただきたいと思います。 

 山田先生の話の中で最後のほうにありましたけれども、観光の分野においては頻繁な異動

を見直し、スペシャリストのコースがあっていいと、行政においてはですね、行政にとって

大きなハードルがあるけれども、ただ、そういう中でもスペシャリストを育てたほうがいい

というふうな話もありました。一ノ瀬部長、観光課長を何年されましたかね。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 ４年、その前、補佐として５年でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

- 269 - 



○17番（山口 要君） 

 かなり長い担当課だったと思いますけれども、そこら辺について、部長、そのくるくる変

わることと、部長みたいにある程度スペシャリストでおられた感想をお答えいただきたいと

思います。どれがいいのか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 ちょっとお答え難しいんですけど、やはり一、二年、３年ぐらいでは、なかなか内部の実

態、それからいろんな状況がやっぱりございますので、少しはやっぱり長目のほうが、私は

やっぱり１年目より２年目、２年目よりも３年目ということのほうがよかったような気はい

たしますけど、かといって長くおったから実績をいろいろ残したかというと、そうではござ

いませんけれども、ただ、１年、２年よりももっと長いほうがいいというふうに感じており

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 部長はそのような感想を言われましたけれども、市長、そのことについて、今の感想を含

めて、今後どのようにお考えになられますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 できるだけ人的な関係もありますので、必要なところについては、そのような配慮を当然

していかなければならないと思っておりますけれども、今回の観光課長も、以前も担当して

おりましたので、そこら辺につきましては承知をしておるというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 観光課長、あと定年まで何年ですかね。３年ですかね（発言する者あり）あ、２年、わか

りました。もうそれ以上は言いません。 

 そのような観光施策の諸問題の中で、問い３で観光振興計画を2,000千円計上されて策定

をされる予定になっておりますけれども、現在の状況はいかがな状況でしょうか。 
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○議長（太田重喜君） 

 観光商工課長。 

○観光商工課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 今年2,000千円、予算をお願いしております。どなたかからの御質問ありましたけれども、

一応、職員提案を今求めています。若手を中心にグループをつくって、庁舎内での検討を始

めております。それと、次のステップとしては、いろんな外郭団体の方との調整を図ってい

く、それとまた、アドバイザーもちょっと来ていただいて、ビジョンをつくっていこうとい

う考え方でございます。当然この前の山田先生の講演会にもそのメンバー全員出席してお話

を聞いておりますので、今はちょっと基礎的な考え方をまとめようということで動いている

というところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それともう一つ、視察の件については、今、どの程度まで進んでおられますか。行政視察。

（「観光課じゃなか」「総務でしょう」と呼ぶ者あり） 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩します。 

午後１時57分 休憩 

午後１時57分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 支所長。 

○嬉野総合支所長（坂本健二君） 

 私が情報を仕入れた段階でお知らせをいたしたいと思いますが、今、総務課のほうでパン

フレットを作成中、間もなく完成すると伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 この行政視察の件で、総務課長がいなかったからそういうことになったんですかね。間も

なくでき上がるというのは、大体いつごろなんですか。 

○議長（太田重喜君） 
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 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 現在、議会事務局、それから観光商工課、それとうちと協議しながら、大体の構成をつく

りまして、間もなく業者に発注いたしまして、10月中ぐらいにはでき上がるのではないかと

思っております。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 前議会のときに、私、申し上げたでしょう。結局、これはもう急を要しなきゃいけないん

じゃないかと、実は10月完成しても、来年しかもう行政視察間に合わないんですよ。６月議

会で提案した後、すぐ作成しておれば、９月議会終了後の行政視察に間に合うんですよ。そ

れぐらいの危機感はなかったんですかね。私、そのときに申し上げたんですけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 なるべく早急につくり上げたいという気持ちはございました。しかしながら、なかなか人

事異動等もあり、あるいは選挙等もございまして、スムーズな執行とはならなかったと思っ

ております。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そういう、もう言いわけはやめましょうよ。そのときに私、申し上げたのは、本当に非常

に厳しい状況だから、何らかの形でフォローすべきだと、だから早急に取り組んでほしいと

いうふうなことを、私、申し上げたんですよ、この議場で。そういうことをお聞きしながら、

なおかつ、10月までかかっていくというのは、これは非常に言葉が悪いですけど、本当に今

の状況、観光業界の状況というものを、あなた方が本当に把握をしていない、感じていない、

ある意味では、本当にこれはもう申しわけないですけれども、私は行政の怠慢としか言いよ

うがない。 

 現実の状況を考えたときには、もっと速やかな形で対応すべきなんですよ。ひょっとした

ら９月議会前に出せば、９月から12月までの間に行政視察、もっともっとふえたかもしれま

せんよ。もっと危機感を抱いてくださいよ。市長、その点についていかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 おくれておりますので、これにつきましては、早く取り組むように、また指導をいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 最終的にはこれはトップの責任なんですよね。途中ででも、今どこまで進んどんね、どう

いう状況ねぐらいはお聞きになって、進んでいなかったら、もっと早うすべきじゃなかねと

言うべきじゃないですか。武雄市はホームページにもちゃんと行政視察案内ということを載

せているんですよ。どうですか、市長。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、申し上げたとおりでございまして、もちろんおくれておるというのは認めざるを得ま

せんので、今後急いでやらせます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 もう済んでしまったことはしょうがないんで、今、10月でき上がる分を、もうできるだけ

前倒しでできるような形で早急に取り組んでください。それだけを言っておきます。いいで

すね。 

 次に、温泉療養保険のことなんですけれども、このことについては、先ほど市長は制度研

修をお願いしているということで、今後研究をしておきたいというふうな答弁をされました

けれども、このことについては、実は別府、あるいは岐阜県等で、６自治体の中で医療保険

が適用されるような特区を数年前に申請された経緯があります。しかしながら、国は確立し

た、その温泉療法というのが治療法とはいえないということで却下させたわけですけれども、

今回竹田市のこの温泉療養保険制度については、温泉療法に医療保険を適用したバーデン＝

バーデンですけれども、その例を参考にしておりまして、既に御承知おきかと思いますけれ

ども、３日以上滞在する湯治客、あるいは市民に保険証を発行して、市内の温泉で入浴料の

一部、最大200円ですけれども、宿泊料の１ないし２割ほど割り引きサービスを提供すると

いうふうなシステムであります。かわりに利用者には、継続的に血液などのデータ提供に協
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力してもらうということでなっております。 

 最終的には竹田市の方向としては、これらをまとめて特区認定につなげたいというふうな

考えのようですけれども、前段に戻りまして、制度の研修をお願いしているということであ

りますけれども、それはいつお願いをして、そして、向こうの回答としてはどのような状況

であったのかということをお答えいただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 いつというのは、ちょっと日にちは覚えておりませんけど、新聞に取り上げられましたの

で、その翌日ですね、先方に連絡をとらせていただいて、うちも考えておるからぜひという

ことでお話を先方にさせていただいております。一応担当のほうで連絡をとらせていただい

たわけでございますけれども、先方の御担当の方が、まだ制度として煮詰まっていないとい

うことで、もうしばらく時間をおいてから視察をしてきてほしいというふうなことでござい

ましたので、そのような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 大体のところは向こう、煮詰まっているようなんですけれども、この前、首藤市長に電話

したら留守だったんで、またいずれ電話をしてみようとは思っているわけなんですけれども、

ぜひ連携を図りながら協力をし合って、いい形でこの保険制度ができるように努力をしてい

ただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 次に、観光プロデューサーの件でありますけれども、有意義と思うというふうな市長の答

弁でありました。これは、実は冒頭、第１回目の質問のときに申し上げましたけれども、近

畿日本ツーリストが数年前からこのことを実施しておりまして、今回、総務省の地域再生マ

ネジャー事業として、今、16カ所ぐらいに派遣をして、その実績が上がっているわけであり

ます。これが今、笠間市でも実施をされておりますけれども、そこにおいては地元の観光協

会に旅行業の免許を取得してもらったり、あるいはまた、観光資源を20種類ほど商品化して、

それを近畿日本ツーリスト、あるいはＪＴＢ等に販売をするというふうなところまでなって

きております。 

 この特徴といたしましては、通常コンサルタントは随時という形で来ているわけなんです

けれども、ここの場合は２ないし３年間、その土地に居住をしながら指導をしていくという

ふうなシステムです。ですから、そういう意味では本当に定着した形での指導ができるんで
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はないかと、コンサルティングができるんじゃないかというふうに思っております。多少、

お金はちょっと、この場で言いませんけれども、高いですけれども、ぜひ検討をいただきた

い。そこまで、その金額じゃなくして安くできるかもしれませんので、そこら辺を近畿日本

ツーリストなんかにお聞きをしながら、少し検討していったらどうかなということで御提案

を申し上げておきたいと思います。 

 次に、観光協会、旅館組合との連携の件ですけれども、引き続き行っていくと、先ほどの

質問でもいろいろるる申し上げましたけれども、副市長、実は副市長は５月の19日の総会で

観光協会の役員に就任をされたわけですけれども、その後、今日まで約４カ月経過をいたし

ました。副市長、役員として何らかのアクションというものを起こされた経緯がありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答え申し上げます。 

 アクションと申しましても、なかなかないのですが、一応役員会は２回出まして、いろい

ろな意見等、それから市の今年度の予算の内容等については説明をいたしました。ただ、総

会の信任を受けたときには、たまたま東京のほうに出張しておりましたので、最初のときは

来ておりませんけれども、あと２回につきましては出席をいたしまして、意見交換というよ

うな形なり、市の今の観光施策についても説明をしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そこに参加して、どのようにお感じになりましたか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 正直申し上げますと、非常にやっぱり閉塞的で、皆さんいろんな意見はお持ちなんでしょ

うけれども、今後どのようにして行けばいいのかというのが、やっぱり正直申し上げますと、

ちょっと方針的なものがきちっとまだ、この間の山田先生の講演を聞いたところとあわせま

して、今の閉塞感をいかに破るためにはどのようなことをすればいいかというのが、もう一

つ見えないような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 
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○17番（山口 要君） 

 じゃあ、副市長の考え方として、その閉塞感を打ち破るための、何かお考えがありますか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 残念ながら、きちっとしたものは持ち合わせておりません。ただ、今後について非常に参

考になったのは、この間の山田先生の講演ということで、これを一つのきっかけとして、も

う少し違った視点から考えてもいいのかなということを、ひとつ思います。確かに先ほど市

長も答弁の中で何回か申されておりますけれども、もう少し市民の視点というんですかね、

確かに地域との連携も大事だということもわかりましたけれども、今までの方向性を、少し

形を変えて取り組めば、少し新しい芽が出てくるのかなという感じを持っています。ただ、

自分としてのきちっとした方針でどのようにやったらいいかというのを、今、申し上げろと

言われれば、ちょっと今持ち合わせておりません。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 今まさに副市長が申されたように、役員内部でも閉塞感漂っているんですよ、現状の状況

と照らし合わせてもね。何をどうしていいか、どう今後展開していいのかということで、迷

いも生じておられるんですよ。そういうときにこそ、やはり行政もその中に入り込んでいっ

て、いろんなことを議論し合って、私は今そのことをしないと手おくれになるような気がし

てなりません。 

 だから、できるだけ副市長、役員としてその中に入り込んでいかれて、お手伝いをしてい

ただきたいというふうに思いますけれども、いかがですか。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 一応、今申し上げましたとおり、新しい展開をぜひつくりたいと思っております。ただ、

私が一つ、非常に気になった点がございます。はっきり申し上げますと、先ほども言ったこ

とと同じなんですけれども、やっぱり行政の提案が非常に多いのかなという感じが、ひとつ

します。これをもう少し柔軟に展開を皆さんで考えていただければ、もう少し新しい芽が出

てくるんじゃなかろうかということはします。 

 確かに予算組みをして、ある程度の案というのは、ある程度行政の案が非常に多いのかな

という感じがいたしました。そういう意味では、もう少し若い方の意見等も、もちろん市の
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ほうも一緒でしょうけれども、そういう先ほどのプロジェクトチームの生かし方でもそうだ

と思いますけれども、そういう視点からもう少し見ていけば、少し違う面が出てくるんじゃ

なかろうかと思います。 

 また、副会長ということで就任をいたしましたので、ぜひその点については頑張りたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 またいつの時期か、副市長にどのような形で取り組まれたのかお尋ねをしたいと思います

ので、頑張っていただくことを期待しておきたいと思います。 

 次に、湯の端座と足湯、湯煙広場の件でありますけれども、これについては、予算審議か

決算審査のときにも言おうと思いますので、とりあえず確認だけをしておきたいと思います。 

 湯の端座については、先ほど市長は再度場所の選定を行うということで言われましたけれ

ども、じゃあ、現状の笹屋旅館さんについてはもうあきらめるというか、やめられたという

ことで確認をしていいんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 状況をどのように把握するかということだろうと思いますけれども、現在の年度を限って

言えば、今の状況の中では残念ながら御了解をいただくことができなかったということで、

非常に残念に思っております。 

 そしてまた、これが早急に御了解いただくことができるかというようなことも考えたわけ

でございますけれども、しばらく時間をおかないと、なかなか御了解いただけないだろうと

いうふうに判断をいたしております。 

 また、その見込みがあるかどうかということにつきましても、今、はっきりお答えできる

状況にありませんので、一応今回は見送らせていただいて、しかしながら、湯の端座という

考えましたものにつきましては、私としては必要だというふうに思っておりますので、ほか

の場所でもぜひ探してでも取り組みをしたいというふうに思っておるところでございます。 

 ですから、事情がよっぽど変わればということもありましょうけれども、笹屋さんのお持

ちの建物については、今のところ非常に残念ながら御了解いただけなかったので、断念をさ

せていただいたということでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 はい、わかりました。奥さんとも、私、ちょうど３日ほど前にもお話をいたしました。そ

の話したことはここではもう申し述べませんけれども、市長の一番最後に申された判断で行

かれたほうがいいというふうに、私は思っております。実はこの前のときにも申しましたけ

れども、このような目玉事業をする場合には、ある程度きっちりとした形でもって予算計上

等もしていかなきゃならない、私は今後の一つの反省であったろうというふうに思っており

ます。 

 湯の端座についても、平成21年当初予算で設計830千円、それがどうした拍子か決算で168

千円計上がされていて、これは私は満額落とされるのかなと思っておりましたけれども168

千円、湯煙広場についても714千円の設計が上がっていて、これ決算の部分になりますから

お答えはいいですけれども、それが２月、３月、駆け込みの中で設計業務がなされたという

ことに対しては非常に不満を抱いておりますけれども、ぜひ今後については、こんなことに

ついては十分に慎重なる対応をお願いしておきたいと思います。 

 あと、湯宿広場については、次年度に検討されるということで答弁をされましたけれども、

それで確認をしておいてよろしいですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 湯宿広場につきましては、現在借用をしております。それで再度持ち主の方にも御連絡を

とらせていただいたわけでございまして、売却ということにつきましては、まだ御了解いた

だく段階になっていないということで、結果的には、使い方は自由でございますけれども、

お返しなされるときには、現状で返却をいただきたいというのが先方のお気持ちであられま

したので、そこらのことを踏まえて、次年度にどのような形で取り組むか検討してまいりた

いということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、次に新幹線の問題、ひかりで行きたいと思います。 

 それで、もうるる本当に新聞報道があっておりますけれども、政務三役、ＦＧＴについて

は非常に無理なんではないかというふうな新聞報道が、私どもその新聞報道しか受けとるこ
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とできませんので、そのように感じている中で、政務三役がＦＧＴの実用化は本年度じゅう

に見きわめるというふうな会見があっております。そうした場合、本当に大丈夫なのかなと

いう気がしてなりません。おそらく嬉野市民みんなの考え方じゃないかというふうに思いま

すけれども、本当に大丈夫なんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる新聞報道は種々あっておりますけれども、私どもはいろいろ情報も錯綜しており

ますので、県を通じて正式に問い合わせをしておるとこでございまして、そういう中では、

国土交通省としては、今、関係機関が実験を行っているわけでございますけれども、いわゆ

る実用化に向けて開発を進めていくという返事をいただいておりますので、そのように判断

をしておるということでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 信じる者は救われるということじゃないんですけれども、もう信じておくしかないわけで

すよね、市長。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 信じておくしかないということで、実際はそうかもわかりませんけれども、しかし、フリ

ーゲージトレインの将来的な有効性、有望性といいますか、そういうようなことがあって、

今、開発が進められておるわけでございますので、これは国の事業として進んでおりますの

で、私は完成に向かって努力していただくものだというふうに思っております。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、積み残したら教育長に失礼かと思いますので、あと10分ありますので、10分で

教育の問題、さっとこだまではなくして、ひかりのスピードで行きたいと思います。 

 まず、１番目の問題ですけれども、各学校の配置状況、いわゆるＮＩＥについて、中身に

ついては昨日田中議員のほうから、もう本当に詳しく質問されておりますので、そのことは

省きますけれども、現在、きのうも答弁があっておりましたけれども、結局、五町田小は２
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つ、そして塩田小学校は、同僚会費という形で取ってありますけれども２紙、嬉野小が２紙、

そして嬉野中が２紙、大野原小・中が２紙ということで、あとの学校については１紙という

ことでありますけれども、これは学校の大小ということで、大きい、小さいということでと

らえるしかないんですかね、１紙、２紙の講読ということについては。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えいたしますが、新聞の購読料は消耗品の中から出していますんですよね。したがっ

て、そういう形で大きいところは２つと、分校あるところは２紙ということでございますの

で、その程度でございますから、どうしてもというときには、消耗品の枠がございますので、

現在のところ、非常に厳しい状況ではないかと。したがって、塩田小学校あたりは職員会計、

いわゆる同僚会費ですね、で買っているという状況でございます。 

 そういったことで、今後、消耗品あたりとにらみ合わせて紙面をふやす場合には検討して

く必要があるのではないかと思いますけれどもですね。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、予算措置があれば配置をしたいというふうな教育長のお考えですね。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 予算措置も含めて、学校でも活用の部分もございますので、いわゆる予算措置だけして入

れても、学校で取り組まなきゃ何も意味ございませんので、あわせてお願いをしていきたい

というように思っています。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 財政課長、これで各学校等から学校教育課を通して、こういう消耗品費の増額があった場

合、そのことについてはどうお考えになりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 財政課長。 

○財政課長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 
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 新聞代、これはもう議員御承知のとおり消耗品費から支出をしております。各学校に消耗

品費として振り分けをいたしますが、その際に新聞の購読料だけ、何紙ということで査定を

しておりませんで、消耗品全体を見据えての予算措置というふうになります。そういう中で、

額的問題もありますが、学校判断のもとに１紙、または２紙の新聞を講読していただいてい

るということになります。 

 今回のことにおきまして、じゃあ、消耗品の新聞代だけを上乗せするかということもあり

ますけれども、学校教育上、どうしても必要ということでなりましたら、その分の上乗せも

必要になってくるんじゃないかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 そしたら、次に行きます。 

 先ほど小学校英語の件で、教育長は全小８校に自作英語カードを配布していると、それ、

自作英語カードについて簡単にちょっと御説明いただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ５種類つくっております。黒板掲示用カード、Ａ４版サイズでございますけれども、クラ

スごとに１セットずつですけれども、370枚。それから、グループ用のカード、これは5.7で、

これくらいの大きさの分ですけれども、配置をしておりまして、これが307枚。ウインドー

ゲーム、ゲームの（発言する者あり）そういったことあたりをして、配布をしております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 これ、国からバイブルみたいな教材で、英語ノートというのが昨年も配布されましたけれ

ども、それは使っておられないんですか。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えいたします。 

 指導用の手引きとしてＡ版の英語ノートがあります。そこら辺についても活用しておりま

すし、活用については佐賀県教育センターの部分あたりも併用して使っております。 
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○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 それでは、併用して使っているということ、この英語ノートが今回事業仕分けで廃止にな

ったんですよね。デジタル化して使えばいいということで、民主党さん、事業仕分けの中で

廃止になりました。じゃあ、それで困るということはまずないんですね、今のところは。 

○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 もともとこの英語活動の導入に当たっては、話すこと、聞くことを中心にということでご

ざいますので、いわゆるそういった点では大きな弊害はないんではないかというふうに思っ

ております。 

○議長（太田重喜君） 

 山口要議員。 

○17番（山口 要君） 

 要するに先ほど教育長がおっしゃった小・中の連携プラン、これが極めて大事だろうと思

っております。小学校、各学校でどれくらい英語を習得したか、中学でいきなり英語に入る

場合には一からスタートでいいんですけれども、小学校で中途半端な形で、それに学校ばら

つきの中で中学校に入った場合、英語教育する場合に非常に無理が生じる部分があるかと思

いますので、ぜひそこら辺のところを今後十二分に検討しておいていただきたいということ

で要望して、私の一般質問を終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで山口要議員の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時27分 散会 

 


